
第16回 社会保障審議会統計分科会

平成 22年 9月 2フ 日 (月 )

15:00 ～  16:40

議 事 次 第

○ 議 事

1.平 成 23年医療施設調査の調査計画案について

2 平成 23年患者調査の調査計画案について

3 生命表の基幹統計化について
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5.そ の他
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資料1=1

1 調査の目的           ｀         :

この調査は、全国の医療施設 (医療法 (昭和 23年法律第 205号)に定める病院・診療所)の
分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握 し、医療行政の基礎

資料を得ることを目的とする。          、

2 調査の種類、期間及び期日         ́ ｀

(1)静態調査

(3年に 1回)平 成 23年 10月 1日 現在

'   (2)動
態調査                            :

(毎月)    開設、変更等のあった都度

 `  3 調査の対象

(1)静態調査 調査時点で開設 してい る全ての医療施設           i
(2)動態調査 開設・廃止等のあうた医療施設

(3)医療施設には、往診のみの診療所を含むが、助産所、介護者人保健施設、保健所は除く。

4 調査の事項                                '

, 施設名、施設の所在地、開設者(診療科日、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病

床数、社会保険診療の状況、救急病院・診療所の告示の有無、診療及び検査の実施の状況、そ

の他関連する事項                        :

5 調査の方法及び系統

(1)静態調査は、医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式による。

厚生労働省 ―一一―■一 都道府県        保健所 一―――一―一二医療施設

L保 健所設置市 ざ特別区 二」

(2)動態調査は、開設 。廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する

市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出する8

厚生労働省―一――一二一 都道府県 ……………"…………・ ∴̈………|… …̈̈… 病院・診療所

L保磨鳥鑓市 .1調り区・
……Ⅲ………言錫斬



医療施設調査の主な改正点 (案 )

.改正 の趣 旨′ :   _     :        ̈    :
医療行政に関連する施策の推進・企画立案の基礎資料として、救急医療体制の状況、医療施

設の情報化について引き続き調査を行うほか、医療施設に関連する制度の新設・変更に対応し
た調査項目の追加 叫変更を行うとともに、行政記録情報や他の統計調査と重複する調査項目及
び傾向が把握された調査項目の是正、記入者負担の軽減の観点から見直しを行う。

2.主な改正点

○施策立案の基礎資料 とするための追加・変更項目
1.産科、小児 L周産期医療に関連する調査項目の追加
・専門外来の設置として助産師外来を追加         :      〔病院票
■手術等の実施状況の分娩の取扱に院内助産所の有無を追加         〔病院票
・保育士の常勤換算数を追加                       〔病院票
・特殊診療設備にCCU(新 生児治療回復室)の病床数及び患者延数を追加

2.医 療安全 に関連する調査項 目の追加        :    ―
・処方の状況等に内服薬処方せんにおける分量の記載方法を追加
・医療安全体制に院内感染防止対策の専任担当者の状況を追加

3.そ の他の変更
・医師事務作業補助者の有無及び数を追加      ―
・特殊診療設備に陰圧室の病床数、患者延数を追加
・新人看護職員研修の状況を追加
・インプラント手術の実施状況を追加
=従事者数の歯科衛生士 ,歯科技工士について常勤・非常勤別の常勤換算に変更

(18)、 一般診療所票 (17)〕

(31)、 一般診療所票 (25)〕

(16)、 一般診療所票 (28)〕

〔病院票 (28)〕

〔病院票 (12)〕

〔病院票 (26)〕

〔病院票 (15)〕

〔病院票 (28)〕

〔病院票 (35)〕

〔歯科診療所票 (19)〕

〔歯科診療所票 (21)〕



2 .主な改正点 (続 き)

〇制度改正等 に伴 う変更

=開設者の区分に「国立高度専門医療研究センタ丁」を追加
〔病院票 (4)、 一般診療所票 (4)(歯科診療所票 (4)〕

○調査項 目の整理

・療養病床介護保険適用分の削除

・回復期リハヒ
゛
リテーション病棟、認知症病棟、

経過型介護療養型医療施設の削除

・診療録管理専任従事者の削除

〔病院票 H20(5)、 一般診療所票

老人性認知症疾患療養病棟、介護保険移行準備病棟、

・定期的な臨床病理学的症例検討会 (CPC)の実施の削除

・健診 ・保健指導の肖1除

歯みがき指導室の削除

〔病院票 H20(16)、

〔病院票

〔病院票

〔病院票

一般診療所票

〔歯科診療所票

H20(5)〕

H20“ )〕

H20(14)〕

H20(15)〕

H20(12)〕

H20(17)〕



資料1-3

平成 23年に実施する 医療施設調査

調査票 (案 )

資料1-3-1医 療施設静態調査病院票

資料1-3-2医 療施設静態調査一般診療所票

資料1-3-3医 療施設静態調査歯科診療所票

資料1-3-4医 療施設動態調査票

厚 生 労 働 省



⑪ 医療施設静態調査

病院票(案)

ウ | |

資料 1-3-1

厚生労働省
(平成23年 10月 1日 現在 )

※
整理番号 ||

注 :※印の箇所は、記入しないでください。

1  休止中

2  1年以上休診中

3  1年未満休診中

く

査

一

綱

法

統

計

幹

統

基

村※酎
需

市

一Ｔ TEL



初診の患者の数               '        人

診 寮時間外に受診した患者の延数 人

1 禁煙外来

助産師外来2

診療時間外に受診した患者のうち、
緊急入院した患者の延数(再掲)

人

診療時間外に受診した患者のうち、
乳幼児(3歳未湖 の延数 (再掲 )

人

外来患者への処方数
C9月 中の延回抑

院内処方数 回 綸食(患者用) 1 2 5

院外処方せん交付数 回 威菌(治療用具) 1 2 4 5

医療用麻薬の処方
有

無

屎守点検業務(医療機器) 1 2 5

検体検査 1   1   2 4   1   5

内服薬処方せんにおける分量の記載方法の規定  いずれかひとつにO 屎守点検業務(医療ガス供給投日) 1 2 3

1

2

1回量を処方の基本単位としている

1日 量を処方の基本単位としている

1回量と1日 量の併記としている

規定なし

轟 :巌Ⅲl.‐年平H晏|^蕪入ⅢO三|■4ま 通常の1週間の診療時間 :時 間

いる  (      人 )

いない

合計は時間単位とし、01～ 59分の分単位は全て0_5時間とみなし記入してください。

表示診療時間  通常静薇している時間帯すべてにOをつけてください。

艶難簿重蠣け滅剰磨当導義¥蜘 頭1‐理在
・

^営

ご
=^|``ギ

さい
= 曜 日 午前 午後

18踊手

19時

19'手

20'キ

20日手

21時

峙
一狩

22日午
以降

1  いる (       人 )■退院調整加算の施設薔準を満たす場合のみ

2  いない 月曜 日 1 2 3 7

火曜日 1 2 3 61 7

1  1ヽる (       人 ) 十医師事務作業補助体制加二の施設基準を

2  いない           満たす満たさなしヽこ関わらず記入

水曜 日 1 2 3 4i 5 7

木曜 日 1 2 3 7

重
=|,甕

腱1壺ほtl■igキ「II 金曜日 1 2 3 4 7

1基

='ざ

: 土曜日 1 2 3 4 7

いる ‐

いない
保育士熱 常勤換算 ) メ

日曜日      ,  1 2 3 4 7

休 日 1 2 5  1  6 7

セ珀馨Ⅲ黎煙西■対策●沐澤鎗ご|■ |=姜濠

1  敷地内を全面禁煙としている

2  施設内を全面禁煙としている

3  喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している

4  その他(1～ 3以外の措置を講している)

5  何ら措置を講していない

救急医療体制 1 初期 (初期救急医療体制)

2 二次(入院を要する救急医療体制)

3 二次(救命救急センター)

4 体制なし

夜間(深夜も含む)救急対応の可否
ほぼ毎日
可能

3～ 5日

可能

週1～ 2日

可能

ほとんど
不可能

内科 1 3   1   4 薔 1

暉         藤小児科 1 4

外科 1 4

[19鷹[暑』

していない

夜間保育
1有

2無脳神経外科 1 4

産科 1 4
病児保育

1有

2無多発外傷への対応 1 4

精神科救急医療体制 1  体制あり

2 体制なし

施
設
の
利
用
者

1自施設の医師・歯科医師

2自 施設の看護師・准看護師

3その他の自施設の職員

4併設施設の職員

5その他

夜間(深鶴 含む)救急対応の可否
ほぼ毎日

可能
週3～ 5日

可能

El～2日

可能
ほとんど
不可能

精神科 1 4



オーダリングシステムの導入状況

導入しているもの全てにO
医用画像管理システム(PACS)の
導入状況

医療保険等による在宅サービス 1実施している   2実 施していない

往診 件

1  検査

2  放射線

3  薬剤

4  栄養

5  導入していない

有

し フィルムレス運用

[ :  
霊i重電

盤

在宅患者訪問診療

歯科訪問診療

救急搬送診療

在宅患者訪問看護。指導

精神科在宅患者訪問看護。指導

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理

訪問看護ステーションヘの指示書の交付

０２

一

〇３

一

〇４

一

〇５

一

〇６

一

〇７

一

〇８

件

一
件

一
件

一
件

一
件

一
件

一
件

在宅看取り f4

介護保険による在宅サービス  1実 施している   2実 施していない

:[[llilttlili:ILI

3具体的な導入予定がある 
一

4導入予定なし

活用状況の範囲 居宅療養管理指導(介護予防サーヒ
・スを含む) Ю

I

f4

1 自施設内

患者へ情報提供

他の医療機関等と連携

2

3

訪問看護(介護予防サーヒ・スを含む) nl 14

訪問リハビリテーション(介護予防サーヒ・スを含む 認 1   骨

1  平成23年度

2  平成24年度

3  平成25年度

4 平成26年度以降

01～06はそれぞれの診療報酬上の施設基準又は要件を満たすもののみ記入

ICU(特定集中治療∋ 麻 メ

SCU(脳卒中集中治療室) 床 メ

遺隔画像診断  1 有 ―→

2 'モ

受信  依頼元施設数 (    施設 )

送信  依頼先施設数 (    施設 )

無菌治療室(手術室は除く) 床 メ

放射線治療病室 床 メ

遠隔病理診断  1 有 二→

2無
受信  依頼元施設数 (    施設 )

送信  依頼先施設数 (    施設 )

外来化学療法室 床 メ

07は新生児特定集中治療室管理料の施設基準を満たすものに加え

遠隔在宅療菱支援 1 有 引卜 受信  依頼元患者数 (     人 )

2無

総 合周 産 期 特 定集 中治 僚
=管

理 料 の施 設 基 準を満 たす もの を含 む 。

NICU(新生児特定集中治療室) 床 メ

08～‖は診療報酬上の施設基準又は要件を満たす満たさないに関わらず記入
責 任 者

医師
科
師

●
Ｅ

菫剤師 看護師 際』鰤
蘇
雌
鰤

鯨
群
難

その他
配置
して

いない

CCU(心臓内科系集中治療室) 床 人

GCU(新生児治療回復室) 床 八

PICU(小児集中治療室) 床 人

医療安全体制(全般 |
1 7 9 陰圧室 床 八

=療
機器安全管理 1 2 4 7 ＼ ＼

医薬品安全管理 1 4 ＼ ＼ ＼ ＼ ＼ 緩和ケア病棟

有

[ [聰
I機患者延数「

)  
人 )

院内感染防止対策の専任担当者の状況

1  いる  (      人 )

2  いない

院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日   2 週1回以上   3 月2～3回程度

4 月1回程度  5 月1回未満

医療機器安全体制の保守計画の管理

保守計画の策定

1 -括 管理   2 病棟・部門ごと  3 その他

保守計画の実施

1 -括 管理   2 病棟・部門ごと  3 その他

緩和ケアチーム

L[朝蹴 鳳議(力 ヵ
無患者相談担当者の配置の有無

1 有      2 無



骨塩定量測定 人 2  デンタルX凛装置 (アナログ)   6  ポータブル歯科ユニット

3  デンタル燎 装置(デジタル)   7  オートクレープ

4  パノラマ線 装置(アナログ)   8  吸入鎮静装置

5  パノラマ線 装置(デジタル)

気管支内視鏡検査 * 人

上部消化管内視鏡検査 * 人

大腸内視鏡検査 * 人

血管連続撮影 人

I DSA(再掲) 人 剖検の有無

1  している  9月 中の割検 (     件 )

2  していない

1 循環器DR(再掲) 人

マンモグラフィー 人
´
Ｅ

RI検査(シンチグラム)

I SPECT(再 掲)

０９

一

‐０

人

一
人

工
Ｅ
　
一　
工
〓

9月 中の死亡数 (     人 )

割検をしていない場合も、9月 中の死亡数を記入してください。

PET PET 人
‘
Ｅ 1 職

PETCT 人
‘
暉 1 新人看護職員がいる

L[:li::|:|[1[11lIF専暫:糞〕r、る
2 新人看護職員がいない

CT マルチスライスCT 人
工
Ｅ

その他のCT 人
′
Ｅ

MRI 1.5テスラ以上 人
工
ｒ

1.5テスラ未満 6 人
エ
ロ

3D画像処理 7 人

1 冠動脈CT・ 心臓MRI(再掲 ) 8 人

鑢 華雲:=ネ
一一ｒ
“

一キ
一 襲 J月■のお鞠中資着ミ

全身麻酔 (静脈麻酔は除く) 14 時間帯

(シフト)

配置人数
(看護師・准看饉輌

看護単位数
内視鏡下消化管手術 14

圃
Γ
」
‐‐‐‐

悪 [瘍手術 ‖

二交代制

準夜勤

1人配置

041            14 2人配置

胃(再掲 ) 05'             14 3人以上配置

再掲 ) 偶

深夜勤

1人配置

大豚 再掲) ‖ 2人配置

前立腺(再掲) 14 3人以上配置

房(再掲) f4

二交代制 夜勤

1人配置

掲 ) ‖ 2人配置

3人以上配置人工透析

(人工透析装置の台鋤

f4

´
ロ

当直制。他 夜勤

1人配置

分娩(IE常分娩を含む) 件 2人配置

1 帝王切開晩出徹 再掲) 14 3人以上配置

分娩の取扱                小数点以下第2位四捨五入 記入例 二交代の体制をとる病棟に、1看議単位(準夜勁 3人 、深夜働 2人 )で看護している場合

時間帯
(シフト)

配置人数
(看護師・准看饉師)

看護単位数

二交代制

準夜勤

1人配置

2人配置

3人以上配置 国

深夜勤

1人配置

2人配置

3人以上配置

国

1

取り扱つていない

担当医師数(常勤換算 )

担当助産師数(常勤換算 ) 一̈一一院内助産所の有無
有

無

位置決め装置
X線シミュレータ l 人 ´

ロ

CTシミュレーター 2 人 ´
ロ

放射線治療計画装置 3 人 ´
ロ

放射線治療(体外照射) 4 人

|リニアック・マイクロトロン(再掲) 5 人 ´
ロ (所 属 )

(氏 名 )「百ラマナイフ・サイハ=ナイフ(凄門易) 6 人
二
ｒ

放射線治療(腔内・組織内照射) 7 人

I RALS(再掲) 8 人
工
Ｅ

い偲r(強度変調照射)等の高精度照射 9 1有   2無
ご協力ありがとうございました



資料1-3-2

①
統 計 法 に 基 づ く

基 幹 統 計 調 査 医療施設静態調査

一般診療所票(案)

※
整理番号

|

注:※印の箇所は、記入しないでください:

厚生労働省
(平成23年10月 1日 現在 )

市区町村
癖・R

TEL

米師鰐

卜うt●

01 厚生労働省

02 独立行政法人国立病院機構

03 日立大学法人

04 独立行政法人労働者健康福祉機構

05 国立高度専門医療研究センター

Oo その他

07 都道府県

08 市町村

09 地方独立行政法人

10  日赤

11 済生会

12 北海道社会事業協会

13 厚生連

14 国民健康保険団体連合会

15 全国社会保険協会連合会

16 厚生年金事業振興団

17 船員保険会

18 健康保険組合及びその連合会

19 共済組合及びその連合会

20 国民健康保険組合

21 公益法人

22 医療法人

23 私立学校法人

24 社会福祉法人

25 医療生協

26 会社

27 その他の法人

28 個人

国

「
―
―
―
―
∃

I

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科 (胃腸内科)

腎臓内科

神経内科

糖尿病内科 (代謝内科)

血液内科

皮膚科

アレルギー科

リウマチ科

感染症内科

小児科

精神科

心療内科

Π

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

外科

呼吸器外科

心臓血管外科

乳腺外科

気管食道外科

消化器外科 (胃 腸外科)

泌尿器科

肛P号外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

美容外科

眼科

耳鼻いんこう科

小児外科

産婦人科

産科

帰人科

軸

療養病床 床

一般病床 床

合 計 床

Ш

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

リハビリテーション科

放射線科

麻酔科

病理診断科

臨床検査科

救急科

歯科

矯正歯科

小児歯科

歯科口腔外科

1  保険医療機関又は保険医

2  自由診療のみ

嘱

二つ以上の科日を標ぼうしている場合、

主たる診療科目の番号を「(3)診療科目」から

ひとつ選んで記入してください。 記入例匝:コ



二|:.=■ |.11:じ 千::==さ「:1■ :, iざ)表示診療時間の決
=´ '|=■

量[ヽ11:||11=1摯

=ギ
■:曇1き菫ll■

9月 30日 の在院患者数 人 通常の1週間の診療時間            : | | :・ : :時 間

9月 中に新たに入院した患者数 人 合計は時間単位とし、0:～59分の分単位は全て05時 間とみなし記入してください。

9月 中の退院患者数 人 表 示 診 療 時 間   通常診療している時間帯すべてにOをつけてください .

9月 中の外来患者延数 人
午前

|

午後

崖:腫 |:柩 鷹1蟹
露

初診の患者の数 (再掲) 人

診療時間外に受診した患者の延数 (再掲)

1 蒻質:翼嚢葉奪酎歌畿まずi喜縄

'ち

｀
人

人

火曜 日

水曜 日

9月 中の実施状況 ど 堕 二 上 23415617

外来患者への処方数
(9月 中の延回数)

院内処方数    1      回

院外処方せん交付数  1       回

_+_上 _       ÷
医療用麻薬の処方

|

有
　
無

日曜 日      1  1  1  2  1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

休 日        1  1  2 3 4151617

C‐l11)1謗薦蔵
"輌

if l:‐ ,■● .:いずれか0とつにol (1'):専 F日外来の有無 :||.・あ軍ままるものす

^セ

に01

1 -般 診療業務を主とする

2 相談・指導業務を主とする

3 採血及び供血を主とする

4 検診業務(集団・個別)を主とする

5 検査業務を主とする

6 人工透析を主とする  ・

7 巡回診療を主とする

8 休日夜開急患センター

9 介護保険サービス提供を主とする

禁煙外来

助産師外来

lj)受動喫煙防上対策わ状況■二 ::いずれかひと●l10::

1  敷地内を全面禁煙としている

2  施設内を全面禁煙としている

3  喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している

4  その他(1～ 3以外の措置を講している)

5  何ら措置を講していない

(10)レゼプト処理用■ンピユ‐夕■ :1・
LSfれかひと,にO

←■,"ロジ奏所警
=II:11二

::illiあてはまるものすべてにO 1 使用している

していない21  特定の期間(季節)にのみ診療を行う診療所

2 事業所内の診療所

3  市町村保健センター内の診療所

4 該当なし

1マIT禅‐二■11=|=彗

=
[[[[i[rililill]

具体的な導入予定がある ~

導入予定なし

活用状況の範囲

(“ .1邊院覇整支援
=幸

.～響合嗜19月
1[

1 自施設内

患者へ情報提供

他の医療機関等と連携

1  いる (      人 ) 中退院調整加算の施設基準を満たす場合のみ

2  いない

導入予定時期

1  平成23年度

2 平成24年度

3 平成25年度

4 平成26年度以降

救急告示の有無 1 有 2 整
一

在宅当番医制 1 有 2 盤
（

精神科救急医療体制 1 有 2 盤
ヽ

夜間(深夜も含む)

救急対応の可否

1 ほぼ毎日可能

週3～ 5日 可能

週l～ 2日 可能

ほとんど不可能

2

3

4

遠隔画像診断

1■
[藁 [層二堡菫 1 鷲|

2  無

遠隔病理診断

l L[曇
[ 優顧鷹藝 1  鷲|

2  無

畿謬務犠
委託して
ヤ:な,I
l:i「:|

合食(患者用) 1 2 3

威菌(治療用具) 1 2 3

呆守点検業務(医療機器) :   1   2 3

女体検査 : 2 3 遠隔在宅療養支援

1  有 ―● 受信  依頼元患者数    (     人 )

2  無

感染性廃棄物処理 1 2

1青掃 2



責 任 者

医師
科

師
歯

医 薬剤師 看護師 錬麟師

床
査

師

臨
検

技

床
学

士

臨

工
技

その他

配菫
して

いない

全身麻酔 (静脈麻酔は除く) 件

内視鏡下消化管手術 44

悪 ` 性腫瘍手術 件

医療安全体制 (全般 |

1 2 4 6 819 再掲) 44

院内感染防止対策 1 2 4 6 81 9 胃(再掲) 44

医療機器安全管理 1 2 4 6 ＼ |｀

｀ヽ、、、
医薬品安全管理 1 2 4 ＼ ＼ ＼ ＼  |＼ 大腸(再掲) 44

前立庶 再掲) 14

乳房(再掲)

“医療保険等による在宅サービス 1 実施している  2実 施していない 子宮(再掲) 件

往診 件 外来化学療法 f4

在宅患者訪問診療 件 人工透析

(人工透析装置の台抑

f4

歯科訪問診療  : 件

救急搬送診療 件 分晩(正常分境を含む) 44

在宅患者訪問看護。指導 件 1 帝王切開焼出徹 再掲) 質

精神科在宅患者訪問看護・指導

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理

０６

一

〇７

件

一
件

分塊の取扱
小数点以下第2位四捨五入

訪問看護ステーションヘの指示書の交付 件 ―

―

―

「

―

―

「

―

取り扱つている

|

取り扱つていなし

担当医師数(常鋤換算 ) 甕 1人

在宅看取り            .  109 件 担当助産師数(常勤換算 ) 独
介護保険による在宅サービス  1実 施している  2実 施していない

院内助産所の有無

1  有

2   無

居宅療養管理指導(介護予防サーヒ・スを含む)

訪問看護(介護予防サーヒ・スを含む)

諄
諸

在宅療養支援診療所の届出  いずれ力■■0施設数には自施設を含む。

1

L[彗『鱒翼露稔 I T
昼

患者数は、照射録の枚数又は
検査伝票を元に記入してください。

¨
激

明
患 帥敏

放射線治療(体外照射) l 人

骨塩定量測定 人 | 力
・ンマナイフ・サイハ=ナイフ(再掲) 2 人

気管支内視鏡検査ホ 人 放射線治療(腔内・組織内照射) 3 人

上部消化管内視鏡検査* 人

大腸内視鏡検査十 人 1  歯科診療台    (       台)

血 自連続撮影 人

デンタル潟線装置 (アナログ)

デンタルん線装置 (デジタル)

パノラマX線装置 (アナログ)

パノラマ線 装置 (デジタル)

ポータブル歯科ユニット

オートクレープ

吸入鎮静装置

DSA(F書3)      |

循環器DR(再掲)   | ０６‐「０７‐マンモグラフィー 八 ´
ロ

RI検査(シンチグラム) 人
´
ロ

I SPECT(再 掲) 人
´
ロ

PET PET 11 人

PETCT 人
´
ロ

CT マルチスライスCT 人

その他のCT 人
´
ロ

MRI 1.5テスラ以上 人
´
ロ

1.5テスラ未満 人
´
ロ

3D画像処理 人

1冠動脈CT。心臓MRI(再掲) 人

裏面へ続く



医師
常勤 人 浮 :

非常動 (常勤換算) 下:費 ス

歯科医師
常勤 :人 F

非常動 (常動換算) パ

薬剤師         (常 勤換算)

一
一
゛ メ

保健師           実人員

(常勤換算)

人 I■1

彙:1人

助産師           実人員

(常勤換算)

:人 一一
パ

看護師           実人員

(常勤換算)

:人
,■

|メ

准看護師         、実人員

(常動換算)

ス
■

，

´

人

看護業務補助者     (常 勤換算) 人

理学療法士       (常 勤換算 ス

作葉療法士       (常 勤換算 ス

視能ヨ1練士       (常 勤換算
=:: :ス

言語聴覚士       (常 勤換算 人

義肢装具士       (常 勤換算 :人

歯科衛生士       (常 勤換算 :人

歯科技工士       (常 勤換算 121 八

診療放射線技師     (常勤換算 :ス

診療エックス線技師    (常 勤換算) 人

臨床検査技師      (常 動換算) 人

衛生検査技師      (常 動換算) 人

臨床工学技士      (常 勤換算) 人

あん摩マッサーシ
・
指圧師   (常勤換算) 人

柔道整復師       (常 勤換算) 人

栄養士         (常 勤換算) 人

精神保健福祉士     (常 勤換算) メ

社会福祉士       (常 勤換算)
゛
「 メ

介護福祉士       (常 勤換算) メ

保育士         (常 勤換算)

その他の技術員     (常 勤換算)

医療社会事業従事者   (常勤換算)

事務職員        (常 勤換算)

その他の職員      (常 勤換算)

３３

一

３４

一

３５

一

３６

一

３７

中棗
軍̈
出
器
一

メ

メ

メ

ス

メ

(所 属 )

(氏 名 )

ご協力あリカSとうございました



⑪ 統 計 法 に 基 づ く

基 幹 統 計 調 査
医療施設静態調査

歯科診療所票(案 )

資料 1-3-3

厚生労働省

(平成23年 10月 1日 現在 )

※
整理番号

注:※印の箇所は、記入しないてください。

※  |  !
保健所 |  :
符号  l  :

TEL

村※
断
鶴

市

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

国立高度専門医療研究センター

その他

都道府県

市町村

地方独立行政法人

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生年金事業振興団

船員保険会

健康保険組合及びその連合会

共済組合及びその連合会

国民健康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人

社会福祉法人

医療生協

会社

その他の法人

個人

1 歯科

2 嬌正歯科

3 小児歯科

4 歯科口腔外科

外来患者延数          |

i初診の患者の数 (再掲)    |

1  保健相談。指導

2  予防処置

3  自治体の委託検診

4  事業所等の委託検診

5 該当なし

1  休 日等歯科診療所

2 歯科在宅当番医制

3  していない

夜問(深夜も含む )救急対応の可否   いずれかひとつにO
1  ほぼ毎日可能

2  週3～ 5日 可能

3  週1～2日 可能

4  ほとんど不可能

1  保険医療機関又は保険医

2  自由診療のみ

裏面へ続く



滋際議癒鋼動鍮藤維

`聾
鐘 韓 fざギ■ lit■|:= で,い雛

=彗
I→聾111111‐t中

"摯

1率療課電筆響|111

通常の1週間の診療時間            ! ! ! I :口寺間 有

無合tlは時間単位とし、01～59分の分単位は全て05時 間とみなし記入してください。

表示診療時間  通常診療している時間帯すべてにOをつけてください

卿 :揃 :雑 1番語藁:婆隊露
1 実施している

ヒーーー→  9月 中の実施件数 (     件 )

2 実施していない月曜日   :112:31415:617
火曜日 4 6 7

水曜 日    : 2 :3141516'7

木曜 日    | 1 2 13i4151 617

金曜 日 2 13141 516 17 訪問診療(居宅)              111      件

土曜日 : 2 131415:6,7 訪間診療(施設)              :21      件

日曜 日 4 6 7 訪問歯科衛生指導              :3:      件

休 日 4 6 7 居宅療養管理指導(歯科医師による)      141      件

居宅療養管理指導(歯科衛生士等による)    15:      件

介護予防居宅療養管理指導(歯科医師による)  :6:      件

技工物         : 1 : 2 1 3 ‐ 4 : 5 介護予防居宅療養管理指導(歯科衛生士等による):71      件

滅菌(治療用具)     1 1 : 2 1 3 1 4 : 5 その他の在宅医療サービス           18:       件

保守点検業務(医療機器) 1 1 1 2 i 3 1 4 1 5 (2⇒i欝著数 ::ド:it嗜島換
=い

豪蔵以下第2任を四捨
=天

):|

検体検査        1 1 1 2 : 3 1 4 1 5
齢 医師 1薦 孫 面 ■

―
七 十 1

距
〓

人感染性廃葉物処理    1   1   1   2   1 3
清掃 1 3

鰤
 1罪 常勤 備 勤£ 暑 1親 |||

一盪
¨ :人算0葉

“

曖等蒙謹夢輸き

"や

感≒ 奏゙1●ザれふ
`と

うに01:

1  敷地内を全面禁煙としている

2  施設内を全面禁煙としている

3  喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している

4  その他(1～ 3以外の措置を講している)

5  何ら措置を講じていない

薬剤師         (常 動換算)1 05 1・ : :人

常動  : 06 人 :

i  非常勤 (常勤換算) : 07 : 人

常勤  1 08 : 人 :

非常勤 (常動換算) 1 09 人

ヽ ジ         響メJ口奪1,あ

…

あすべて1‐Ot 看護師           実人員  1 10 1 : :
(常動換算)i ll i l i

1人 卜 111

:|:1人1  電子カルテシステム

2  レセプト処理用コンピューター

3  導入していない

准看護師          実人員  i 12
(常勤換算)i 13 :

一
二
次

”
一‥‥‥‥

凛3,自藤彙種鋼嚇辞建
=|:査

二春墳ゴ■ついであ●:拳るも|ひとうに0「 歯科業務補助者     (常 勤換算)1 14 壼 _込
責 任 者

:菖酷:思 :そ
弛

|し曹
事務職員        (常 動換算): 15 :人

その他の職員      (常 勤換算)i 16 人

■■ |

医療安全体制(全般)  ,  1  :  2  1  3  ‐  4 (所 属 )

(氏 名 )

院内感染防止対策   :  1  ,  2  1  3  i  4
医療機器安全管理   :  1  1  2  1  3

医薬品安全管理    1  1  :  2  :  3

撃 1認i黎

1  歯科診療台    (       台) :僣151:れな:111卜:IⅢ■■|11
2  デンタルX緑装置(アナログ)

3  デンタルX繰装置 (デジタル)

4  パノラマX線装置 (アナログ)

5  パノラマ憩 装置 (デジタル)

6  ポータブル歯科ユニット

7  オートクレープ

8  吸入鎮静装置

ご協力ありがとうございました



″ ⑫ l統計法に基づく基幹統計調d医
療 施 設 動 態 調 査 票 (案 )

注
 : I詈層み::3,i(2乳妻計野ξttξヲ襟島1倉多秀す(2髪奮万月垢

=墳

苫2考語そ8身皇入のこと。
この調査は、統計法に基づ く基幹統計を作成するために行 う調査です。
この調査は、統計法に基づ く報告の義務があ り、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

資料 1-3-4

所
号

０
健保

符
理
号

２
整
番

(3)

市区町村符号

(4)

処  分  等

届出受理又は処分等年月 日 日月年

1 新規開設  2 休  止  3 廃  止  4 再  開  5 開設許可取消

３

６

・者

5
6 変更[

施 設 名 2開 設

診療科 目(病院のみ)

4 救急告示(病院のみ)地域医療支援病院

許可病床数

フリガナ

(5)施 設 名

フ リガナ

の
地

設
在

施

所
６

０

　
開

設

者

国

01厚 生 労 働 省

02独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構

03国 立 大 学 法 人

04独立行政法人労働者健康福祉機構

05国 立高度専 F月 医療研 究セ ンター

06そ      の

07都    道    府

08市      町

09地 方 独 立 行 政 法

10 日

11済    生

12北 海 道 社 会 事 業 協

13厚    生

他

県

本寸

人

赤

会

会

連

人

人

法  人

法  人

協

社

法  人

人

14国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

15全 国 社 会 保 険 協 会 連 合 会

16厚 生 年 金 事 業 振 興 団

17船  員  保  険  会

18健 康 保 険組 合 及 び そ の連 合 会

19共 済 組 合 及 び そ の 連 合 会

20国 民 健 康 保 険 組 合

21公   益   法

22医    療    法

23私 立 学 校

24社 会 福 祉

25医    療    生

26 会

27そ の 他 の

28 個

１０
　

診

療

科

目

I

01内
02呼 吸 器 内

03循 環 器 内

04消 化 器 内 科 (胃 腸 内 科

05腎   臓   内

06神   経   内

07糖 尿 病 内 科 (代 謝 内 科

08血    液   内

09皮     膚

10ア レ ル ギ ー

11リ   ウ  マ  チ

12感 染 症 内

13小     児

14精    神

15心   療   内

科

科

科

)

科

科

)

科

科

科

科

科

科

科

科

白

い

許

数

可

病

床

神精 床

感 染 症 床

核結 床

養療 床

般 床

言十 床

l121

従

事

者

数

日市医

歯 科 医 師

Ⅱ

科
科

科

科
科
＞
科
科

科

科

科
科

科

科

科

科

科

科

科

外
制

外
】

調
器

外

外

外
外

外

　

“

外

人

器
　
　

　

＜

　

　

経
　
　
　
　
　
ん
　
　
　
　
人

吸

［

腺
摯
中

尿

瑚

神

形
成
容

　

一

児

婦

外

呼

心

乳

気

消

泌

肛

脳

整

形

美

眼

耳

小

産

産

婦

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

３

３

３

３

薬 剤 師

看 護 師

准 看 護 師

歯科衛生士

(13)

社 会保 険

診 療等 の

状況

保険医療機関

自由診療のみ

１

　

　

２

０

　

　

０

(14)備考

lI

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

ンョ
　

　

断

査

　

　

　

　

外

ビ
　

　

理

床

　

　

　

　

科

り

放

麻

病

臨

救

歯

矯

小

歯

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

３

３

３

３

３

３

４

４

４

４

29医 育 機 関 (再 掲 )

療
院

医
病

域
援

地
支

８ 1然  2否

(9)救 急 告 示 1然  2否

日本工業規格 A列 4番



資料 14

平成 23年に実施する医療施 新旧対照表設調査

・静態調査 病院票

・静態調査 一般診療所票

・静態調査 歯科診療所票

・動態調査票

厚 生 労 働 省

案
／

１

ヽ



新。23年調査 (案 ) 旧。20年調査 変更理由等

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人 *

独立行政法人労働者健康福祉機Iri

国立高度専門医療研究センター

その他

都道府県 *

市町村 *

地方独立行政法人 *

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民llll康 保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生年金事業振興団

船員保険会

健康保険組合及びその連合会

Jt済組合及びその連合会

国民IL・康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人 事

社会福IL法人

医療生協

会社

その他の法人

個人

医育機関(再掲)

(4)llH設者

国

ヽ

―

―

―

―

―

―

プ

構

△
〓

〈
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

の連　^
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

(4)Dll設 者

国立高度専門医療センターの独立行政法人化に伴い、
開設者の区分に「05国立高度専門医療研究センター」を
加える。

(5)許可病床教 (5)許可病床数

「介護保険適用分 (再掲)」「回復期リハビリテーション病
棟(再掲)一般病床」「回復期リハビリテーション病棟 (再

掲)療養病床」「認知症病棟 (再掲)」
「介護保険移行4L備

病棟 (再掲 )」
「老人性認知症疾患療養病棟 (再掲)」

「経過
型介護療養型医療施設 (再掲)Jについては、診療報酬の

施設基準の届出等※で把握できるため、記入者負担を考
慮し削除する。

※ 療養病床 介護保険i芭 用分・・・病院報告
回復期リハビリテーション病棟、認知症病棟、
介護保険移行準備病棟・・・診療報酬の施設基準の

届出
老人性認知症疾患療養病棟“:介護サービス施設。

事業所調査
経過型介護療養型医療施設…・介護サービス施設・

事業所調査 (施設数
のみ)

1ページ・病院票



西

新。23年調査 (案 ) 旧。20年調査 変更理由等

潟
饉
朧
艤
圏
圏
暉

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ‐
―
―
―
‐
‐
‐
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

ー
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ¨
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
ー
ー
」
―
―
‥
Ｌ
Ｗ
Ｉ
Ｉ
Ｉ‐
―‐
ｌ‐
―‐
―‐
＝

――
――
＝

――
＝
＝

ｌｌ
ｌｌ
＝
＝
＝
＝

ｌｌ
ｌｌ
＝
＝
＝

―ｌ
ｉｍｌ間
‐―
＝
＝
＝

ｌｌ
＝

――
＝
口

型
蜃

鱚

同

‐ば
Ｐ

Ｐ

Ｐ

ｏ５

０６
・０７

０８

０９

‐０

‐１

‐２
一‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２。

２‐
．２２

２３
一２４
一２５

・２６
・２７

２８
・２９

３０
．３‐

３２
一３３

３４
一３５

・３６
・３７
一３８
一３９
一４〇
一４‐
・４２

目

一

‐２
・‐３

‐４
・‐５
・‐６

・‐７

‐８

‐９

２０

２‐

２２
一２３

２４

２５
一２６

２７
・２８
一２９
・３。

３‐
一３２
一３３

３４
詞
コ

コ

〓

Ч

Ｌ

ｏ‐
一１
「２

一
３

　

３

一
３

一
３

　

３

　

４

一
４

　

４

一

―

ト

ー
・．．
―

――

―‐

国

―‐

巳

赫繭圏□□］圏［口‐‐卜‐‐‐ｉ　　　　　　‐　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ

榊
閻
爾
躙
璽
ｏ‐
一ｏ２
一〇３
ｒ
」
０５
一〇６
一〇７
一〇８
０９
‐０
‐１
‐２
‐３
・‐４
‐５
‐６
‐７
・‐８
一‐９
２。
一２‐
一２２
・２３
一２４
２５
一２６
一２７
．２８
一２９
一３。
一３‐
．３２
．３３
・３４
一３５
．３６
一３７
一３８
一３９
一４。
一４‐
一４２
一一
一

心臓血管外科の標ぼうは医療法で認められていたところ
であり、循環器外科は、平成20午 4月 1日 から標ぼう可能な
診療科目が柔軟な方式に変更されたことによりできた診療
科日である。ようて平成19年度以前から標ぼう可能であつ

た「`き臓血管外科」での標ぼうが多数である実態に合わ
せ、表記を「`さ臓血管外科」と変更する。

2ページ,病院票



新。23年調査(案 ) 旧・20年調査 変更理由等

Ｆ

ト

ー

ト

ー

ト

Ｌ

Ｉ

ト

ト

ー

ー

ー

Ｉ

Ｌ

帯

¨
祥
ス
戯

■
男

一

　

一

・

　

・

一

　

一

剛

一
靭
一
解

一
目
「

一‐
‐
‐
‐一

国

一
□
”
劇

画
昭

一‐
二

　

一

臓
一回ｍ】薦】『

一‐
‐
詢
．一．

一開輌］璽一Ｔ一一―人‐一硼「躙叶‐Ａ‐午‐ユ‐午‐ユ‐外‐〓‐伴＝伴‐‘‐狂‐・‐劉＝」‐‐‥人‐．

■
針
劉
■
難
＝
列
止

一　　　　　　　　　　　　　　　一

一
　

一

・一，，」」

一
‐

‐

・
‐

‐

一

一
　

¨

コ

堕

璽

川

人‐

村

バ

＝

倒

劇

＝

＝

悧

＝

田

‐
人
‐
＝
劇
間
円
囚
１人‐
‐人‐
¶
悧
劇
円
円
―人‐
凶

(8)科日別医師数

1人の医師が複数の診療科を担当している場合、標ぼう
科日ごとに振り分けることが困難な施設が多くみられること
から、記入者負担を考慮し、主たる診療科目に計上するよ
う、把握の方法を変更する。

(11)9月 中の外来患者

初診の患者の数                1        人

診療時間外に受診した患者の延数        1        人

人
診療時間外に受診した患者のうち、
乳幼児(3歳未満)の延数 (再掲)

●月中の外来患者

初診の患者の数                |
診療時間外に受診した患者の延数        |

人

人

人

人

緊急入院した患者の延数(再掲)

乳幼児(3歳未満)の延数(再掲)

「緊急入院した患者の延数(再掲)」 、「手L幼児(3歳未満)

の延数(再掲)Jについて、診療時間外に受診した患者のう
ちの再掲であることが分かりやすいよう、それぞれ「診療時
間外に受診した患者のうち、緊急入院した患者の延数(再

掲 )」 、「診療時間外に受診した患者のうち、乳ZJl児 (3歳未
満)の延数(再掲)」 と変更する。
調査事項に変更なし。

3ページ,病院票



新・23年調査(案 ) 旧・20年調査 変更理由等

(12)処方の状況等 (34)薬剤管理指導・処方の状況

○内服薬処方せんにおける分量の記載方法
医療安全の観点から、内服薬処方せんの記載方法の標

準化に向けた取り組みが行われており、施設における分量
の記載方法の実態を把握するために「内服薬処方せんに
おける分量の記載方法」を追加する。

○入院患者への薬剤管理指導(9月 中の薬剤管理指導料
の回数)

社会医療診療行為別調査等で把握できるため、記入者
負担を考慮し削除する。

削除

(H)承認等の状況

1  地域医療支援病院       4 在宅療養支援病院

2  災害拠点病院         5 該当なし

3  開放型病院

行政記録からの情報を利用し結果表を作成するため、調
査項目からは肖1除する。

削除

(14)診療録管理専任従事者

1  いる (

2  いない

人 )

これまでの調査結果をみると、3害1程度の病院で配置さ
れており、年々若干増えているものの、おおまかな傾向が

把握できたことから削除する。

削除

(15)定期的な臨床病理学的症例検討会(CPC)の実施

1  している

2  していない

これまでの調査結果をみると、2害1程度の病院で実施し
ており、大きな変化はなく、おおまかな傾向が把握できたこ
とから肖1除する。

(15)医師事務作業補i助者

1  いる (       人 ) Ⅲ医師事務作業補助体制加算の施設基準を
満たす満たさなしヽこ関わらず記入2  いない

新規 医師事務作業補助者の設置が勤務医の負担軽減に繋
がることから、その数の動向等について継続的に調査を行
い、勤務医対策等の基礎資料として活用するため、調査
項目に追加する。

16)病院に在籍する保育士

新規 医療施設に在籍する保育士については、近年その役割
が注目されているが、その数は把握されていないことから、
調査項目として追加する。

4ぺニジ・病院票



新・23年調査 (案 )

(7)救急告示の有無

有

無

(17)救急医療体制

臨 断 剛

11111段 世闊 療制

lli命貯Ⅲ魯モリタ・
夜間(深夜も含む)救急対応の可否

ほぼ毎日1週 3～ 5日 週 1～ 2日 |ほとんど

: 可能
 1 

可能 可能
 1不

可能

1麟神経外科

産科

精神科救急医療体制  1  体制あり

2  体11なし

ほ:F毎 日1週 3～ 5日
‐
週1～ 2日 ほとんど

夜問(深夜も含む)1文急対応の可否
1 

可能
 1 

可能
 1 

可能
 1不

可能
~ヽ

IF科

~~~~~ 一 - 1‐
1 :~2~|~3 1=:

(17)救急医療体制

救急告示の有無

1 有      2 無

急医療体制

1 初期救急医療体制    2 入院を要する救急医療体制

3 救命救急センター     4 体制なし

精神科救急医療体制

1 1  体制あり 2  体制なし

|:測 Fみ口1通

3二百日Ll～ 2日 |ほとλど
1夜問(深 1にも含む)救急対応の可否

1 可能  可能 1 可能 1不可能

1 精神科

○救急告示の有無
病院においての基本項 目であり、プレプリントが可能

な他の項目と同様、一面に移動させる。
.調査事項に変更なし。

○救急医療体制
「初期救急医療体制」「入院を要する救急医療体

制」「救命救急センター」の表記を、より分かりやすく「初
期 (初期救急医療体制)」

「二次 (入院を要する救急医
療体制)」「,二次 (救急救命センター)」 に修正。
調査事項に変更なし。

(16)健診・保健指導

生活習慣病に関連する健診   :生 活習慣病に関連する保Ftt指導

1 実施している        1 1 実施している

[:[,11者

からの委言〔による

 | [:[I[険

者力=らの委託による

2実施していない      1 2 実施していない

IL会保険診療報酬支払基金の届出で1巴提できるため、
記入者負担を考慮し削除する。

(lS)専門外来の設置

1  禁煙外来

2 助産師外来

○禁煙外来
1日 (21)禁煙外来等の「禁煙外来の有無」を引き続き調査

する。

O助産師外来
妊婦の多様なニーズに応え、助産師を積極的に活用し、

産科医師の負担の軽減を図る観点から普及を推進してい
るものであり、その状況を把握するため調査項目に追加す
る。
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新・23年調査(案 )

20)表示診療時間の状況

通常のi週間の診療時間           i i i i:: i時 FFF

合計は時間単位とし、01～ 59分の分単位は全て0.5時間とみなし記入してください。

表示診療時間  通常診療している時間帯すべてにOをつけでください。

曜 日 午前 午後

時

”
時

鮮
”鵬

時
ｔ
峙

峙

”
狩

時
降

２２
以

月曜日 1 4 5

火曜日 1 4 5

水曜日 1 4 5

木曜日 1 4 5

金曜日 1 4

土曜日 1 4

日曜 日 1 4

休 日 1 4

記入者に分かりやすいよう、18時以降の表示診療時間に
ういて、記入から時間帯に○をつける方式に変更し、平日
の曜日については、Oをつける方式からそれぞれの曜日
ごとに記入欄を設けるよう変更する。

(18)表 示診療時間の状況

通常の1週間の診療時間 (        時間 )

平日は、静療時間が同じ曜日
にOをつけ、まとめて記入して
ください。

通常診療している時間帯にOをつけ、  :
「|」 にOをつけた場合は、括弧内に18時以降の
表示診療時間を認入してください。

(月・火・水・木。金) 3( 時  分 迄

(月・火・水・木・金 ) 3( 時  分 迄

3(時 分 迄 )(月・火・水・木・金 )

鯛・火・水・木。金) 3( 時  分 迄 )

(月・火。水。木。金)

3( 時  分 迄

3( 時  分 迄

○禁煙外来の有無
新設項目の「(18)専門外来の設置」で把握する。

○ニコチン依存症管理料の算定
診療報酬の施設基準の届出等で把握できるため、記入

者負担を考慮し削除する。

(21)禁 煙外来等

禁煙外来の有無

1  有

2  無

ニコチン依存症管理摯|の算定

1  有

2     1〔

(22)職員のための院内保育サービスの状況

:鯰屁|』 
一

夜問保育  1 1 
有

1 2無

病児保育  1 1 
有

1 2無

鳥11早響計
の
辱Ti115T

設 12自 施設の看護師。准看護師

213その他の自施設の職員
3 していない

馨14併
設施設の職員

5その他

(22)保 育施設。子育て支援の状況

職員のための院内保育サービスの状況

: 信11偲肇:||]〕
~~→

3 していない

夜間保育  1 1 有  2 無

施
設

の
利
用
者

1自 施設の医師・歯科医師

2自 施設の看護師。准看護師

3その他の自施設の職員

4併設施設の職員

5その他

子育て支援の状況   導入しているものすべてにO

1 男性職員の育児時間    5再 就業する職員への研修

2男性職員の出産体暇    6フ レックスタイム

3代替職員の配置     17始 業・終業時刻の繰り上げ。繰り下げ

4休業中の職員べの情報提供 8育 児費用の援助措置

「子育て支援の1太況」について、大まかな傾向が把握で
きたことから削除する。
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新・234F調 査(案 ) 変更理由等

(24)電子カルテシステムの導入状況

1 医療機関全体として導入している

2医療機関内の
=部に導入している

3具体的な導入予定がある

4導入予定なし

活用状況の範囲

1  自施設内

2 患者へ情報IPc供

3 他の医療機関等と連携

導入予定時期

(24)電子カルテシステムの導入状況

:[[[[ilir][lillL〕
→

3具体的な導入予定がある

一

4導入予定なし

1  自施設内

2  患者へ情報提修t

3  他の医療機関等と連携

調喜宴磐|:髪隻業をF入予定
時期を変更する。

25)遠隔医療システムの導入状況

逮隔画像診断  1 有 ―→ I受信  依頼元施設数1 有 ―→ l受信  依頼元施設数 (    施設 )

無  L送信  依頼先施設数2無  L送信  依頼先施設数 (    施設 )

遠隔病理診ltr i l~→
[通信  機幡1偲肇義 1    111

遠隔在宅療養支援 1 有→  受f言   依頼元患者数 (     人 )

2  り1照

(25)遠 隔医療システムの導入状況

遠隔画像診断

遠隔病理診断

依頼元施設数 (    施設 )

依頼先施設数 (    施設 )

依頼元施設数 (    施設 )

依頼先施設教 (    施設 )

依頼元忠者数 (     人 )

信

信

一
信

信

信

受

送

受

送

受

ｒ
ｌ

ｌ

Ｌ

↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
一　

↓

有

　

価
“
　

二百

　

皿
一
　

一有

　

任
¨

「在宅療養支援Jについて、遠隔医療システムを使用して
のものであることが分かりやすいよう、「遠隔在宅療養支
援」と表記を変更する。
調査事項に変更なし。
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新。23年調査(案 ) 旧。20年調査 変更理由等

責   任   者

医師
歯科
医師

薬用師 看護師

療
橡
師

診
加
技

味

査

師

臨
検

技

床

学

士

臨

工
技

その他 離
К呻

医療安全体制 (全般) 1 4 8

院内感染防止対策 1 4 8

医療機器安全管理 1 4 7 ＼ ＼

医薬品安全管理 1 4 ＼ ＼ ＼ ＼ ＼

院内感染防止対策の専任担当者の状況

1 いる  (    人 )

2  いない

院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日   2 週1回以上    3 月2～ 3回程度

4 月1回程度   5 月1回未満

医療機器安全体制の保守計画の管理

保守計画の策定

1  -括管理   2 病棟・部門ごと  3 その他

保守言十画の実施

1  -括管理   2 病棟・部門ごと  3 その他

患者相談担当者の配置の有無

1  有      2 無

医療安全体制 医療安全体制

責任者の資格と
専任・兼務の別

医療安全
体制
(製 )

院内感染
防止対策

医療機器
安全管理

医薬品
安全管理

責

任

医師 1 1 1 1

歯科医師 2 2

薬剤師 3

看護師 4 4 4 4

診療放射線技師 5

臨床検査技師 6

臨床工学技士 7 ＼
その他

配置していない

‘
専

任

・
業

務

専任 1 1 1 1

兼務 2

1医療機器と医薬品安 :管理責任者を兼務(再掲)

院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日   2 週1回以上    3 月2～ 3回程度

4 月1回程度   5 月1回 未満

医療機器安全体制の保守計画の管理

保守計画の策定

1  -括管理   2 病棟・部門ごと  3 その他

保守計画の実施

1  -括管理   2 病棟・部門ごと  3 その他

患者相談担当者の配置の有無

1  有      2 無

○責任者の資格と専任・兼務の別
記入者に分かりやすいよう、表頭と表側の配置を変更す

る。
責任者の専任・兼務の別については、一定の傾向が把

握できたため、記入者負担を考慮し削除する。

○院内感染防止対策の専任担当者の状況
医療施設の組織的な感染対策への取り組みを示すもの

として、専任担当者数を含めた実態を把握するため追加
する。

2S)特 殊診療設備 (28)特殊診療設備 ∪1特疋集 rl l綺瞭至tiCU,」 、1舶牛日コ集「Pr●燎至(Sじ U,」 、
「′い臓内科系集中治療室(CCU)」 、「新生児特定集中治療
室(NiCU)」 、「母体・胎児集中治療室(MFiCU)」 について、
より実態に即した表記、「iCU(特定集中治療室)」 、
「SCU(脳卒中集中治療室)J、「CCU(心臓内科系集中治療
室)」 、「NICU(新生児特定集中治療室)」 、「MFICU(母体・

胎児集中治療室)」
へと、それぞれ変更する。

OGCU(新生児治療回復室)

平成22年診療報酬改定で新生児治療回復室入院医療
管理料が新設されたところであるが、施設基準を満たさな
いものも調査し、実態を把握することが必要であることか
ら、追加する。

○陰圧室
これまで、感染症病床、結核病床において設置されてい

たが、近年では一般病床にも陰圧室を設置することを認め
ている。
今後、陰圧室を整備した施設数及びその数について、病

床区分ごとに継続的に把握していくことは、感染症に対す
る適切な医療を提供する観点から意義が大きいため、追
加する。

○広範囲熱傷特定集申治療室
広範囲熱傷特定集中治療室管理料については、これま

で専用の治療室を用いることを要件としていたが、要件を
緩和して特定集中治療室管理料及び救命救急入院料の
一項目として評価を行うこととなつたため、削除する。

○施設基準を満たすもののみ、満たしてないものを含む、
等が分かりやすいよう、それぞれをまとめた配置に変更す
る。
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新・23年調査條 ) 旧・20年調査 変更理由等

全身麻酔 (静脈麻酔は除く)

内視鏡下消化管手術

悪性腫瘍手術

_____件
件

件

胃(再掲)

肝臓(再掲)

大1](再掲)

前立腺(再掲)

乳房(再掲)

04~~~~~4
件

件

件

件

件

件

HI __   け

121 lll=

13■            件

05 1

06 1

07 1

08 1

09 1

10 1

人工透析

(人 工透析装置の台数)

分娩(正常分娩を含む)

: 帝王切開娩出術(再掲)

分娩の取扱                 小数点以下第2位四捨五入

1

2

担当l=師数(常勤換算 )

1担当助産師教(,I勤換算 )| | | I 111 1人

1鷹

^挽

甚岳λ著二
~||,~i~

菫翼 1人取り扱っている

I取り扱らていない

31)手術等の実施状況 (30)手術等の実施状況

9月 中の実施件数

内視鏡下消化管手術

悪性腫瘍手術
一
〇４

一
〇５

一
〇６

・
０７

一
〇８

１〇

一
Ｈ

一
１２

‐３

‐４

人工透折

(人 工透析装置の台数)

分娩(正常分娩を含む)

: 
帝王切llR娩 出術(再掲)

1 取り扱っている

喉 鷲 f苧 }1劇 1弾

2 取り扱っていない

○悪性腫瘍手術
記入者負担を考慮し、悪性腫瘍手術については、5大が

ん (肺、胃、肝臓、大1易 、乳房)及び行政として動向をフォ
ローすべき子宮、前立腺に絞り把握する。
また、それぞれの表記から「がん」を削除し、部位ごとの

表記に変更する。              ―

なお、悪性lll_瘍 手術の件数については、「社会診療行為
別調査Jにおいて診療行為別に把握が可能である。

○院内助産所の有無
安全。安心なお産の場を確保するとともに、1正常分娩を

助産師が担うことで産科医師の負担の軽減を目的とする
「院内助産所」について、その設置状況を体系的・網羅的
に把握するためt追加する。

OLDRの有無
おおまかな傾向が把握できたため削除する。

33)諧科設‖[

1

2

3

4

5

歯科診療台    (       台 )

デンタル線 装置(アナログ)  ヽ6  ポータプル歯科ユニット

デンタルX線装置 (デジタル)   7  オートクレープ

パノラマX線装置 (アナログ)   8  吸入鎮llil装置

パノラマ線 装置(デジタル)

(33)歯科設備

1

2

3

4

僣科診療台    (       台 )

パノラマX線装置      5  超音波歯石除去器

オートクレープ       6  口腔内画像処理システム

生体モニタニ        7  吸入鎮苗1装置

○「パノラマX線装置」、「生体モニター」、「超音波歯石除
去器J、

「口腔内画像処理システム」については、おおまか
な傾向が把握できたため削除する。

○「デンタルX線装置 (アナログ)」 、「デンタルX線装置 (デ

ジタル)」 、「パノラマX線装置 (アナログ)」 、「パノラマX線
装置(デジタル)J、「ポータブル歯科ユニットJについて、行
政としてより実態を把握する必要性が高いものを追加す
る。
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新 123年調査(案 ) 1日・20年調査 変更理由等

35)新人看護職員研修の状況

1 新人看護職員がいる

鳴li[猟]|[:鮒』ギ繹謂)る

2新人看護職員がいない

新規 看護職員の新人研修については、平成22年度より新人
看護職員研修ガイドラインに沿つた研修の普及を進めてき
ており、その実態を把握するため、調査項目に追加する。

(36)病 棟における看護職員の勤務体制

時間帯
(シフト)

配置人数
(看護師・准看護師)

看護単位数

二交代制

準夜勤

1人配置

2人配置

3人以上配置

深夜勤

1人配置

2人配置

3人以上配置

二交代制 夜勤

1人配置

2人配置

3人以上配置

当直制・他 夜勤

1人配置

2人配置

3人以上配置

lL人 間 1交代の1卜 11をとる,iu“こ、:■ 11‖ ili7('1l llt動 ‖人、深llk動
=人

)で ri純 してぃるり場合

1 時間帯
| (シフト)

、
~~ | ‐

丁

1 準夜FJJ

|

二交代制 に

幡聰 帥 1群 靴 数

深夜勤

病棟における看護職員の勤務体制

配置している
看護師・

准看護師

時間帯
(シフト)

‐
看護単位数

(■饉師・准看饉師の人数別)

1人 2人 3人以上

一
般
病
棟

二交代制 人
準夜勤

深夜勤

二交代制 人 夜勤

当直制。他 人 夜勤

療
養
病
棟

二交代制 人
準夜勤

深夜勤

二交代制 人 夜勤

当直制。他 人 夜勤

精
神

・

結
核
病
棟

二交代制 人
準夜勤

深夜勤

二交代制 人 夜勤

当直制。他 人 夜勤

記入例 二交代の体制をとる病棟に、20人の看護師・准看護師を配置し、
1看 ilt単位(48夜勤 3人、深夜勤 2人 )で看護している場合

1看雲鮮与議師1鵬商

三
r代
制
 I  III人 1 環[〕

(`||"■ lti`|“
`′

,た tt別 ,

i夫 1荻 lt夫以上

|_|

○「配置している看護師・准看護師」と、「一般病棟」、「療
養病棟」、「精神。結核病棟」ごとの調査について、記入者
負担を考慮し削除する。

〇「看護単位数 (看護師・准看護師の人数別)」 について、
記入者に分かりやすいよう項目の配置を変更する。
調査項目に変更なし。
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新。23年調査(案 ) 旧・20年調査 変更理由等

(4)開設者

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

厚生労働省

独立行政法人目立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

国立高度専門医療研究センター

その他

都道府県

市‖T村

地方独立行政法人

日赤

済生会

北海道社会J「業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国 [L会 保険協会連合会

厚生年金事業振興団

1合員保険会

lll111保 険組合及びその連合会

共済組合及びその連合会

国民健康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人

‖1会 liil祉法人

医療生協

会‖1

その他の法人

個人

国

「
―

―

―

Ｉ

Ｊ

(1)開設者

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

その他

都道府県

市町村

地方独立行政法人

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生年金事業振興団

1件員保険会

国

「
―

―

―

∃

17 健康保険組合及びその連合会

18 Jt済組合及びその連合会

19 国民lll康保険組合

20 公益法人

21 医療法人

22 私立学校法人

23 社会福祉法人

24 1医療生協

25 会社

26 その他の法人

27 111人

国立高度専門医療センターの独立行政法人化に伴い、
開設者の区分に「05国立高度専門医療研究センター」を
カロえる。                    ‐

(5)許可病床数

療養病床

一般病床

合計

床

床

床

(5)許可病床数

療養病床 床

|1介議保囃動夕事b 床 |

-11病床

`卜

.・十

床

床

「介護保険適用分 (再掲)」 については、病院報告で把握
できるため、記入者負担を考慮し削除する。

1ページ,一 般診療所票



新・23年調査(案 ) 旧。20年調査 変更理由等

(8)診療科目

I

Ⅱ

Ⅲ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

一

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科 (胃腸内科 )

腎臓内科

神経内科

糖尿病内科 (代融1内科 )

血液内科

皮膚科

アレルギー科

リウマチ科

感染症内科

小児科

精神科

心療内科

外科

呼吸器外科

心臓血管外科   :

乳腺外科

気管食道外科

消化器外科 (胃 腸外科)

泌尿器科

肛門外科

用肖1'経タトが|

整形外科

形成外科

美容外科

眼科

耳鼻いんこう科

小児外科

産婦人科

産科

婦人科

リハビリテーション科

放射線科

麻酔科

病理診断科

臨床検査科

救急科

歯科

矯正歯科

小児歯科

歯科口腔外科

(8)診療科目

I

Ⅱ

Ⅲ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科 (胃 1易 内科)

腎臓内科

神経内科

糖尿病内科 (代謝内科)

血液内科

皮膚科

アレルギー科

リウマチ科

感染症内科

小児科

精神科

心療内科

外科

呼吸器外科

循環器外科 (心臓・血管外科)

手LЛ泉外科

気管食道外科

消化器外科 (胃 腸外科)

泌尿器科

肛門外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

美容外科

眼科

耳鼻いんこう科

小児外科

産婦人科   .

産科

婦人科

リハビリテーション科

放射線科

麻酔科

病理診断科

臨床検査科

救急科

歯科

矯正歯科

小児歯科

歯科口腔外科

心臓血管外科の標ぼうは医療法で認められていたところ
であり、循環器外科は、平成20年4月 1日 から標ぼう可能な
診療科日が柔軟な方式に変更されたことによりできた診療
科日である。よつて平成 19年度以前から標ぼう可能であつ

た「′さ臓血管外科Jでの標ぼうが多数である実態に合わ
せ、表記を「心臓血管外科」と変更する。

2ページ,一般診療所票



新。23年調査(案) 旧・20年調査 変更理由等

(9)診療状況

9月 30日 の在院患者数 人

9月 中に新たに入院した患者数 人

9月 中の退院患者数

9月 中の外来患者延数

「

栃ああ急著あ豪t青L,~ ~: T

レ 療け閾外に受診しl急暑の進薮(再掲

「

人

人

人

人

|1翡軍躍帯蹴魂,扶
人

(9)診療状況

9月 30日 の在院患者数 人

9月 中に新たに入院した患者数 人

9月 中の退院患者数

9月 中の外来患者延数

卜獣意籍籍童

人

一
人

| うち乳幼児(3歳未満)あ延数

「乳幼児(3歳未満)の延数(再掲)」 について、診療時間外
に受診した患者のうちの再掲であることが分かりやすいよ
う、「診療時間外に受診した患者のうち、乳ツ〕児(3歳未満)

の延数 (再掲 )」 と変更する。
調査事項に変更なし。

削除

(12)健診・保健指導

生活習慣病に関連する健診

1 実施している

[:[I[F首

からのチ調 こよる

.2実施していない

生活習慣病に関連する保健指導

1 実施している

[:[I[F者

から″)委言
`に

よる

2実施していない

社会保険診療報酬支払基金の届出て把握できるため、
記入者負担を考慮し削除する。

(16)表示診療時間の状況

通常の1週間の診療時間 時 間

合計は時間単位とし、01～ 50分の分単位は全て0.5時間とみなし記入してください。

表示診療時間  通常静療している時間帯すべてにOをつけてください。

曜 日 午前 午後

18時

19時

19時

20時

20時

21時

21時

221キ

時
降

２２
以

月曜日 1 3 4

火曜日 1 3 4

水曜日 1 3 4

木曜日 1 2 4 5

金曜日 1 3 4 5

土曜日 1 2 4 5

日曜 日 1 3 4 5

休 日 1 4 5

(11)表示診療時間の状況

通常の1週間の診療時間  (        時間 )

表示診療時間

平日は、診療時間が同じ曜日
にOをつけ、まとめて記入して
ください。

通常診療している時間帯にOをつけ、
「3JにOをつけた場合はt括弧内に18時以降の
表示診療時間を記入してくださいし    '

平 日

(月・火・水。木・金) 1 2 3 (  時 1分 迄

(月・火・水・木・金) 1 時  分 迄

(月・火・水・木。金) 1 ( 時  分 迄

(月・火・水・木。金) 1 ( 時  分 迄 )

(月・火・水・木。金) 1 ( 時  分 迄〕

土曜日 1 ( 時  分 迄 )

日曜 日 1 ( 時  分 迄

木日 1 ( 時  分 迄

記入者に分かりやすいよう、18時以降の表示診療 n寺間に
ついて、記入から時間帯に○をつける方式に変更し、平日
の曜日については、○をつける方式からそれぞれの‖彊日
ごとに記入欄を設けるよう変更した。

3ページ,一般診療所票



新。23午調査(案 ) 旧120年調査 変更理由等

(17)専門外来の設置

1  禁煙外来

2 助産師外来

新 規 O禁煙外来
旧(17)禁煙外来等の「禁煙外来の有無」を引き続き調査

する。

○助産師外来
妊婦の多様なニーズに応え、助産師を積極的に活用し、

産科医師の負担の軽減を図る観点から普及を推進してい

るものであり、その状況を把握するため調査項目に追加す
る。

削除

(17)禁 煙外来等

禁煙外来の有無

1  有

2    11

ニコチン依存症管理料の算定

1  有

2  無

○禁煙外来の有無
新設項目の「(17)専 門外来の設置」で把握する。

○ニコチン依存症管理料の算定
診療報酬の施設基準の届出等で把握できるため、記入

者負担を考慮し削除する。  ,

(20)電 子カルテシステムの導入状況 (20)電子カルテシステムの導入状況

:[[I[ilifililil}→

3具体的な導入予定がある

一

4導入予定なし

1  自施設内

2 患者へ情報提供

3  他の医療機関等と連携

導入予定時期

調査時期にあわせた導入予定時期を変更する。
調査事項に変更なし。

4ページ,一般診療所票



新・23年調査 (案 ) 変更理由等

21)遠隔医療システムの導入状況

遠隔画lra診断
 :[_→ [量信  機信[偲繁段 |   [璽 |

遠隔市理診断
 :最

―→
[[[  機暑[偲肇懲 |   []|

遠隔在宅療養支援1 有‐ 受信  依頼元患者数 (     人)

(21)遠隔医療システムの導入状況

遠隔画像診断 1 有―→〔受信  依頼元施設数 (

在宅療養支援  1 有―, 受信  依頼元忠者数 (     人 )

2無

:[~→ [量[  [暑[[肇駿 1    冊肇|

遠隔
F理

診陶: :[…→
[量[  機信二億繁蓑 1    骨璽|

「在宅療養支援」について、遠隔医療システムを使用して
のものであることが分かりやすいよう、「遠隔在宅療養支
援」と表記を変更する。
調査事項に変更な晩

責任者の資格と
専任・兼務の別

医療安全
体制
(全般)

院内感染
防止対策

医療機器
安全管理

医薬品
安全管理

責

任

者

医師 1 1 1 1

歯科医師 2

薬剤師

看護師 4 4 4

診療放射線技師 ＼
ゝ 、

臨床検査技師 卜 、
臨床工学技士

｀` ｀`
く、、、ヽ

その他

配置していない

＊
専
任

・
兼
珠

専任 1 1 1 1

兼務       1  2
1医療機器と医薬品姜基管理責任者を兼務(再掲) 3

院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日    2 週1回以上  3 月2～ 3日程度

4 月1日程度    5 月1回未満

患者相談担当者の配置の有無

1 有       2 無

○責任者の資格と専任・兼務の別
記入者に分かりやすいよう、表頭と表側の配置を変更す

る。
責任者の専任り撫務の別については、一定の傾向が把

握できたため、記入者負担を考慮し削除する。

○院内感染防!L対策のための施設内回診の頻度
一定の傾向が把握できたため、記入者負担を考慮し削

除する。

○患者相談担当者の配置の有無
一定の傾向が把握できたため、記入者負担を考慮し削

1除する()

5ページ,一般診療所票



新。23年調査(案 ) 旧・20年調査 変更理由等

25)手術等の実施状況 (26)手術等の実施状況

全身麻酔 (静脈麻酔は除く)

内視鏡下消化管手af

悪性腫瘍手術

胃がん(再掲)

胆嚢がル(再掲)

大腸がん(再掲)

前立腺がん(再掲)

乳がん(再掲)

子宮がん(再掲)

外来化学療法

人工透析

(人工透析装置の台数)

分娩(正常分娩猜 む)

帝王切開娩出術(再掲)

|

―
|

０１

一
〇２

一
〇３

一
〇４

一
〇５

一
〇６

・
０７

一
〇８

一
〇９

一
‐０

４
「

11

12

13

件

件
‐
        件

件

「ト

件

件

件

件

亨

件

件

分娩の取扱

1取り扱っている

ヒ確言5[‖∫警働景菖)| :鴛榊
2 取り扱っていない

○悪性腫瘍手術
記入者負担を考慮し、悪性腫瘍手術については、5大が

ん0市、胃、肝臓、大腸:手L房 )及び行政として動向をフォ
ローすべき子官、前立腺に絞り把握する。
また、それぞれの表記から「がん」を削除し、部位ごとの

表記に変更する。
なお、悪性腫瘍手術の件数については、「社会診療行為

別調査」において診療行為別に把握が可能である。

○院内助産所の有無
安全・安心なお産の場を確保するとともに、正常分娩を

助産師が担うことで産科医師の負担の軽減を目的とする
「院内助産所」について、その設置状況を体系的・網羅的
に把握するため、追加する。

27)歯科設備

歯科診療台 ム
ロ

デンタルX線装置 (アナログ)

デンタル線 装置 (デジタル)

パノラマ線 装置 (アナログ)

パノラマ線 装置 (デジタル )

ポータプル歯科ユニット

オートクレープ

吸入鎮静装置

(23)歯科設備

1

2

3

4

5

6

7

歯科診療台    (       台)

パノラマ線 装置

オートクレープ

生体モニタ■

超音波歯石除去器

口腔内画像処理システム

吸入鎮静装置

○「パノラマX線装置」、「生体モニター」、「超音波歯石除
去器」、「口腔内画像処理システム」については、おおまか
な傾向が把握できたため削除する。

○「デンタルX線装置 (アナログ)」 、「デンタルX線装置 (デ
ジタル)」 、「パノラマX線装置 (アナログ)」 、「パノラマX線
装置(デジタル )」 、「ポータプル歯科ユニット」、につい
て、、行政としてより実態を把握する必要性が高いものを追
加する。

6ページ,一般診療所票



新・23年調査 (案 ) 旧・20年調査 変更理由等

(28)従事者教 (29)従事者数

○介輔 (沖縄県のみ)

「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により存続さ
れた資格であるが、平成20年 10月 をもって有資格者が計
上されなくなつたため、削除する。

○保育士
医療施設に在籍する保育士については、近年その役

割が注目されているが、その数は把握されていないことか
ら、調査項目として追加する。

○義肢装具士～栄養士までの項 目順について、病院報告
の従事者票に合わせた項目順に変更する。

7ページ,―般診療所票



新。23年調査(案 )

(4)開設者

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

国立高度専門医療研究センター

その他

都道府県

市町村

地方独立行政法人

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国社会保険lFl会連合会

厚生年金事業振興団

船員保険会

llll康保険組合及びその連合会

共済組合及びその連合会

国民健康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人

社会福祉法人

医療生協

会社

その他の法人

個人

国

「
―

＝

―

Ｉ

Ｊ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構   ~
国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

その他

都道府県

市町村

地方独立行政法人

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生年金事業振興団

船員保険会

健月で保険組合及びその連合会

共済組合及びその連合会

国民健康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人

社会福IL法人

医療生協

会社

その他の法人

個人

国

「
―
「

Ｉ
Ｊ

国立高度専門医療ャンターの独立行政法人化に伴い、
開設者の区分に「05国 立高度専門医療研究センター」を
カロえる。

1ぺTジ t歯科診療所票



変更理由等新・23年調査 (案 )

記入者に分かりやすいよう、18時以降の表示診療時間に
ついて、記入から時間帯に○をつける方式に変更し、平日
の曜日については、Oをつける方式からそれぞれの曜 日ご

とに記入欄を設けるよう変更した。

(12)表示診療時間の状況

通常の1週間の診療時間           : :ll !.: :時 盾

合計は時間単位とし.01～59分の分単位は全て0.5時間とみなし紀入してください:

表示診療時間  通常診療している時間帯すべてにOをつけてください。

曜 日 午前 午後

時

”
時

時

”
時

時

一
時

鮮

”
鳩

詩

一
時

時

”
特

時
降

２４
以

月曜 日 1 3 4 5 7 8

火曜日 1 4 5 7 3

水曜日 1 4 5 7 8

木曜日 1 3 4 5 7 3

金曜 日 1 3 4 5 7 8

土曜 日 1 3 4 5 7 8

日曜 日 1 3 4 5 7 8

休 日 1 3 4 5 7

(H)表示診療時間の状況

通常の1週間の診療時間  (        時間 )

喪
1診琴時甲    ‐  穐鵬 I輩馨穆1蒼醍訴湾L時以降の
平日は、診療時間が同じ曜日   表示診療時間を記入してください。

58婁了
はまとめて記

0し
て

平 日

(月・火・水・木・金) 1 3( 時  分 迄

(月・火・水。木。金) 1 3( 時  分 迄

(月・火・水・木・金) 1 3( 時  分 迄

(月・火・水・木・金) 1 3( 時  分 迄

(月・火・水・木・金) 1 3( 時  分 迄

土曜日 1 3( 時  分 迄

日曜 日 1 3( 時  分 迄

床日 1 3( 時  分 迄

○責任者の資格と専任・旅務の別
記入者に分かりやすいよう、表頭と表側の配置を変更す

る。
責任者の専任・未務の別については、一定の傾向が把

握できたため、記入者負担を考慮し削除する。

○患者相談担当者の配置の有無
一定の傾向が把握できたため、記入者負担を考慮し削除

する。

(15)医療安全体制

責任者の資格と
専任・兼務の別

全
　
＞

安
制
般

療
体
全

医
　
＜

院内感染
防止対策

医療機器
安全管理

医薬品
安全管理

歯科医師 1 1 1 1

医師 2

薬剤師 3

看護師 4 4

歯科衛生士 5

診療放射線技師 6

臨床検査技師 7

その他 8

配置していない 9

＊
専

任

・
兼

務

専任 1 1 1 1

兼務 2 2

「 医療機器と医薬品姜

`
二管理責任者を兼務(再掲)

患者相談担当者の配置の有無

1 有       2 無

16)医療安全体制

2ページ,歯科診療所票



動態調査票

新 (平成23年 10月 分から) 旧(平成23年 9月 分まで) 変更理由等

(10)診療科目 (10)診療科 目

心臓血管外科の標ぼうは医療法で認
められていたところであり、循環器外科
は、平成20年4月 1日 から標ぼう可能な診
療科目が柔軟な方式に変更されたことに
よりできた診療科日である。よつて平成 19

年度以前から標ぼう可能であった「′い臓
血管外科」での標ぼうが多数である実態
に合わせ、表記を「′い臓血管外科」と変
更する。

01内科
02呼吸器内科

03循環器内科
04消化器内科 (胃 腸内科)

05腎臓内科

06神経内科
07糖尿病内科 (代謝内科)

08由l液内科
09皮膚科

10ア レルギー科
11リ ウマチ科
12感染症内科
13小児科

14精神科
15心療内科
16外科

17呼吸器外科
10'い晴ユ管外科 |‐ |  ■

19乳腺外科
20気管食道外科

21消化器外科 (胃 腸外科)

22泌尿器科
23肛門外科
24脳神経外科

25整形外科
26形成外科
27美容外科

2S llR科

29耳鼻いんこう科
30小児外科
31産婦人科
32産科
33婦人科

34リ ハビリテーション科
35放射線科

36麻酔科
37病理診断科
38臨床検査科
39救急科

40歯科

41矯正歯科
42小児歯科

43歯科日腔外科

１

　
２

　
３

　
４

　
５

　
６

０

０

０

０

０

０

内科

呼吸器内科

循環器内科   ‐

消化器内科 (胃 腸内科)

腎臓内科

神経内科

糖尿病内科 (代謝内科)

r■液内科

皮膚科

アレルギー科

リウマチ科

感染症内科

小児科

精神科

心療内科

外科

呼吸器外科

,い臓ユ管外科 師 環器外科)

乳Л泉外科

気管食道外科

消化器外科 (胃 腸外科)

泌尿器科

肛門外科

lM神経外科

整形外科

形成外科

美容外科

‖艮牟|

耳鼻いんこう科

小児外科

産婦人科

産科

婦人科

リハビリテーション科

放射線科

麻酔科

病理診断科

臨床検査科

救急科

歯科

矯正歯科

小児歯科

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



新・23年調査(案 )

17)歯科設備

歯科診療台    (       台)

デンタルX線装置 (アナログ)

デンタル線 装置 (デジタル)

パノラマX線装置 (アナログ)

パノラマ線 装置 (デジタル )

ポ‐タプル歯科ユニット

オートクレープ

吸入鎮1争装置

16)歯科設備

歯科診療台    (       台)

パノラマ聯 装置

オートクレープ

生体モ■ター

超音波歯石除去器

口腔内画像処理システム

吸入鎮静装置

○「パノラマX線装置J、
「生体モニター」、「超音波歯石除

去器」、「口腔内画像処理システムJについては、ぉぉまか
な傾向が把握できたため削除する。

○「デンタルX線装置(アナログ)」 、「デンタルX線装置(デ
ジタル)」 、「パノラマX線装置(アナログ)J、「パノラマX線装
置(デジタル)」 、「ポータプル歯科ユニット」について、行政
としてより実態を把握する必要性が高いものを追加する.

(17)歯みがき指導室

有

無

おおまかな傾向が把握できたため削除する。

(19)インプラント手術の実施状況

実施している

~ 9月 中の実施件数 (     件 )

実施していない

１

　

　

　

２

(19)手術等の実施状況

1 歯周外科手術    ′

2 骨折・顎骨腫瘍手術等

3  インプ
.ラ

ント手術

4  していない

社会診療行為別調査で手術件数の把握が可能な「歯周
外科手術」、「骨折・顎′

日・Л重瘍手術等」について削除し、保
険外手術で実態を把握する必、要がある「インプラント手術」
については引き続き調査し、9月 中の実施件数について追
加する。

(22)従事者数

歯科医師  1   
常勤

1  非常勤 (常勤換算)

医師    | - 1摯
1  非常勤 (常勤換算)

薬剤師         (常 勤換算)

人

人

人

肯科衛年士       (常 勤換算)1061      . 人

歯科技工士       (常 勤換算)1071      。 人

看護師          実人員 1081      人
_      |   :

(常勤換算)1091     . 人

准看護師          実人員 1 10'      人

(常勤換算)1111     . 人

歯科業務補助者     (常 IJJJ換 算)1121      . 人

事務職員        (常 勤換算)113‐      . 人

その他の職員      (常 勤換算)114      . 人

「歯科衛生士」、「歯科技工士」について、歯科診療所で
σ)詳細な従事者数を把握する必要から、それぞれ常勤・非
常勤ごとの常勤換算に変更する。

3ページ.歯科診療所票



平成 20年医療施設調査
調査票

医療施設静態調査病院票

医療施設静態調査一般診療所票

医療施設静態調査歯科診療所票

医療施設動態調査票 (平成22年調査票)

厚 生 労

資料1-5

働 省



一① 指定統計第65号

医 療 施 設 統計

※
整理番号

注 :※印の箇所は、記入しないでください。

※
保 健 所
符  号

厚生労働省
(平成20年 10月 1日 現在)

村
号

※
馴市

符

調査 j一霊
一
面一本

聯
際

療施醸
脚

配又日需
じ
　
市

鴨 i:

“

,:■|=|=

T TEL

1

、2
3

“

一 鳥&曇:言1畠轟:鯖::|
(6ン 1診植 料1首 |■||お●ままる|●

…

::.

IIη :1患●者1'数 |

‖3×顆 i

鑢| [1騨爆:辮躙:

06都道府県 *

07市町村 *

o8地方独立行政法人 *

09日 赤

lo済生会

11北海道社会事業協会

12厚生連

13国民健康保険団体連合会

14全国社会保険協会連合会

15厚生年金事業振興団

16船員保険会

17健康保険組合及びその連合会

18共済組合及びその連合会

19国民健康保険組合

20公益去入  ′

21医療法人

22私立学校法人 *

23社会福祉法人

24医療生協   :
25会社

26そ の他の法人

27個人

1男性臼耐 1女腋 師|

I

内科 ス

呼吸器内科 ス 人 人

循環器内科 人 人

消化器内科(胃腸内科) ス 人 人

腎臓内科 八 人 人

神経内科 ス 人

糖尿病内科(代謝内科) ス 人 人

血液内科 ス 人

皮膚科 ス 人 人

アレルギー科 メ ス 人

リウマテ科 ス 人 人

感染症内科 メ 人 メ

小児科 ス 人 人

精神科 メ 人

心療内科 ス 人 人

Ⅱ
・

外科 ス 人

呼吸器外科 人 人

循環器外科0い臓・血管外科) ス
|メ

人

乳腺外科 ス 人

気管食道外科 メ 人 人

消化器外科(胃腸外科) メ ス 人

泌尿器科 人

肛門外科 ス 人 人

脳神経外科 メ 人 人

整形外科 メ 人 人

移成外科 メ 人 人

美容外科 ス 人 人

28医育機関 (再掲)
眼科 メ 人 人

イ0)::許可病床数等11
耳鼻いんこう科 ス 人

精神病床 麻
小児外科 メ 人 人

感染症病床 跡
産婦人科 ス 人 人

結核病床 ‐
跡

産科 メ 人 人 人

療養病床 麻
婦人科 ス メ

Ⅲ

リハビリテーション科 メ 人 人
1介護保険適用分(再掲) 麻

35 放射線科 ス 人 人
一般病床 跡

麻酔科 ス 人 人 人
合  計 跡

病理診断科 メ 人 人

回復期リハピリテーション
病棟(再掲)

一般病床 跡 臨床検査科 ス 人 人 人
療養病床 跡 救急科 ス 人 人

認知症病棟(再掲) 麻 歯科 ス 人 人 人

介護保険移行準備病棟(再掲) 跡 矯正歯科 メ ノ 人

老人性認知症疾患療養病棟輛 掲) 床 小児歯科 人 人 人

経過型介護療養型医療施設輛 掲) 麻 歯科口腔外科 人 人

次ページヘ続 く



0)9月中の外来患者 〔8 表示診療時間の状況

初診の患者の数 人 通常の 1週間の診療時間 (         時間)

診療時間外に受診した患者の延数 人 表示診療〒間      平雷種と[1驚誠藁糞P亀裂誇に18時以降
平日は、診療時間が同じ曜日 の表示診療時間を記入してください。

1 緊急入院したぎ者の呼数(再掲) 人

「
扇 克 k3歳未満)の延数(再掲) ス てください。       1午 前 午後 1    18時以降

tO 社会保険診療等の状況   |ヽずれが■O (月・火・水・木 。金) 2 時 分迄)3 (

1 保険医療機関

2 自由診療のみ 1:

2

2

時   分迄)

時   分迄)

諏
一諏

o, 承認等9林況1 ■■ていまるo9すべてに9 (月・火・水・木・金 ) 2 時 分迄)3 (

1 地域医療支援病院       4 在宅療養支援病院

2 災害拠点病院         5 該当なし

3 開放型病院

(月・火・水・木・金)1 1 2 時 分迄)3 (

土曜日 2 3(   時   分迄)

日曜 日 2 時3 ( 分迄)

休 日 1 2 3(   時   分迄)

la l臨沐研修医11,ぃぅ場合は16月 111在,^数1記

^し

てくlil111
!サ 1零幣|:■|
あてはまるものひとつにO

全部委託 ■部委託 :委託 ‐
|して |

いない1 いる (

2 いない

人 )
院内委託 院外委託 院内委託 院外委託

給食(患者用) 1 2 3 4 5

GЭ :退院調整支援担当者 しヽる場合|1lo月 1白現在の人熱を記入してくだ011 滅菌(治療用具) 1 2 3 4 5

1 いる (        人 )*退院調整加算の施設基準を満たす場合のみ

2 いない

保守点検業務 (医療機器) 1 2 3 4 5

検体検査 1 2 3 4 5

||1診瀑辞謳訂琴St撃事者‐itヽる場合はlo月 1自現在の人数を記入してください。保守点検業務∈療ガ剰聡諦 ) 1 2 3

1 いる (       人 )

2 いない

清掃 1 2 3

患者の搬送 1 2 3

o,1年1的な臨ホ療1学的症例検討会(CPC)の実施  1,｀ずれかにo 201 受動喫煙防止対策の状況  :いす4なひ|?F0

1 している

2 していない

1 敷地内を全面禁煙としている

2 施設内を全面禁煙としている        ・

3 喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している

4 その他 (1～ 3以外の措置を講 じている)

5 何ら措置を講 じていない

傷0 健診・保健指導: ‐ 実施している場合は(あてはまるものすべてにO

生活習慣病に関連する健診

1 実施 している

|:[讀
「

からの
引 す

る

2 実施 していない

生活習慣病に関連する保健指導

1 実施している

|: [:儒F「

力
iら

の

言

託による

2 実施していない

0,■禁標外来等
・' 各F目 |つι

)Fヽ
しヽず

'か

,と

'10禁煙外来の有無

1有

2 無

ニコチン依存症管理料の算定

有
　
無

１

　

２
住η 救急医療体制 ■各F目 Fついて、いずれかひと,F0
救急告示の有無

1有 .  2無

囲 保育嬉設:「 子育て支援ρ状, 各項目についてあてはまるものすヽ てだ0

職員のための院内保育サービスの状況

賞て急医療体制

一
用
　
用

不

　

禾

を
　
を

設
　
設

施

施

の
　
の

内

外

院

院

１

　

２

3 していない

夜間保育 1 1 有  2 無

1 初期救急医療体制    2 入院を要する救急医療体制

3 救命救急センター    4 体制なし

病児保育 1 1 有  2 無

施
設
の
利
用
者

1 自施設の医師・歯科医師

2 自施設の看護師・准看護師

3 その他の自施設の職員

4 併設施設の職員

5 その他

夜間(深夜も含む)救急対応の可否
ほぼ毎日
可有ヒ

週3～ 5日

可育ヒ
週1～ 2日

FI育じ
ほとんど
不可能

内科

小児科

1

1

２

一
２

３

一
３

４

一
４

外科 1 2 3 4 子育て支援の状況   導入しているものすべてにO

脳神経外科

産科

多発外傷への対応

1

1

1

2

2

2

３

一
３

一
３

４

一
４

一
４

1 男性職員の育児時間    5 再就業する職員への研修

2 男性職員の出産体暇    6 フレックスタイム

3 代替職員の配置      7 始業・終業時刻の繰上げ。繰下げ

4 休業中の職員への情報提供 8 育児費用の援助措置

精神科救急医療体制

1 体制あり        2 体制なし

夜間(深夜も含む)救急対応の可否
ほぼ毎日
可能

週3～ 5日

可能
週1～ 2日

可能

ほとんど
不可能

精神科 2 3 4



231診療情報管理の状況|:

“

:■手嘩■中?講岬 ■ 摯IⅢⅢI,,■千11ド |

li実施の有無FO■う!す11月 中9件数を尋入してくださt｀。|   |オーダ リングシステムの導入状況

導入しているもの全てにO
医用画像管理システム(PACS)の

導入状況
医療保険等による在宅サービス

1 実施 している
｀    2 実施 していない     ・1 検査

2 放射線

3 薬剤

4 栄養

5 導入していない

有

L■>フ ィルムレス運用

ll二よ曇[
無

●
=肇

|″ ,レデ:ンネ|||■本S.111■ | 在宅患者訪問看護 ,指導
‐       l o5 1      件

1 医療機関全体として導入

している

2 医療機関内の一部に導入

している

具体的な導入予定がある一一一一→

導入予定なし4

活用状況の範囲 精神科在宅患者訪問看護・指導     :l o6 1      件

1 自施設内

患者へ情報提供

他の医療機関等と連携

2

3

導入予定時期 介護保険による在宅サービス ´

1 実施している     2 実施していなtヽ

居宅療養管理指導(介護予防サービスを含む) 件

訪問看護 (介護予防サニビスを含む) 件

1 平成20年度

2 平成21年度

3 平成22年度

4 平成23年度以降

IR.、
遠隔画像診断 1 有 →

2無
｀

受信 依頼元雄設数 (      施設)

送信 薇頼先施設数 (     施設)

遠隔病理診断 1 有 →

2 無

受信 .依頼元施設数 (      施設)

送信 依頼先施設数 (      施設)

特定集中治療室(ICU)* 麻 人

脳卒中集中治療室(SCU)* 02 床 メ

在宅療養支援 １

　

２

有 二J卜 ′受信 依頼元患者数 (       人)

無

心臓内科系集中治療室(CCU)
"

ス

新生児特定集中治療室(blICU)轟 床 メ

響彗藁翼智署色:皐覇:暮下|11守ヤ■‐ 11
11、

iF任 1業務の,1,記

^し

て
`■

さい|

母体・胎児集中治療室(MFICU)栞 床 ス

広範囲熱傷特定集中治療室 * 床 メ

責任者の資格と
専任・兼務の別

医療安全
体制

(全般)

院内感染
防止対策

医療機器
安全管理

医薬品
安全管理

小児集中治療室(PICU) 床 パ

無菌治療室 (手術室は除く)* 床 メ

責
任
者

医師 1 1 1 放射線治療病室 * 床 メ

歯科医師 2 2 2 2 外来化学療法室 * 床 メ

薬剤師 3 3 3 3 囲
●凛薫鐵馳:::よ:I看護師 4 4 4 4

診療放射線技師 5 5 5 骨塩定量測定 ス

臨床検査技師 6 6 6 気管支内視鏡検査 * ス

臨床工学技士 7 7 7 上部消化管内視鏡検査 * ス

その他 8 8 大腸内視鏡検査 *

配置していない 9 9 血管連続撮影 ス

＊
専
任
・兼
務

専任 1 1 1 I UttA(再掲) ス

兼務 2 2 2 2 1循環器DRて再掲) メ

1 医療機要と医薬品安全宅ヨ理責任者を兼務(再掲) 3 マンモグラフィー メ

院内感染防止対策のための施設内回診の頻度       ・

1 ほぼ毎日   2 週 1回以上   3 月 2～ 3回程度

4 月1回程度  5 月 1回未満

RI検査 (シ ンテグラム) メ

I SPECT(再掲) メ

PET
PET

医療機器安全体制の保守計画の管理       、

保守計画の策定          1
.1 -括

管理   2 病棟・部門ごと   3 その他

保守計画の実施

1 -括管理   2 病棟 。部門ごと   3 その他

PETCT メ

CT
マルチスライスCT メ

その他のCT

MRI
1.5テ スラ以上 人

1.5テ スラ未満 人 ´
Ｅ

患者相談担当者の配置の有無

1有    2無

3D画像処理 人

1冠動脈CT,こ犠MRI輛掲) 人

裏面へ続 く



ool i手行等の実施状況 | 0〕 歯科設備   保有してぃるも9すべてにO

9月 中の実施件数 1 歯科診療台 (          台)

全身麻酔 (静脈麻酔は除く) 件 2 パノラマX線装置   5 超音波歯石除去器

3 オー トクレープ    6 口腔内画像処理システム

4 生体モニター     7 吸入鎮静装置

内視鏡下消化管手術 件

悪 セヒ腫瘍手術 件

食道がん(再掲) 件 m 薬剤管理指導 :処方の状況  ■9月 中9案施状況

肺がん(再掲) 件 入院患者への薬剤管理指導(9月 中の薬剤管理指導料の回数) 回

胃がん(再掲) 14

灸香青車3鍵告襄勢
院内処方数 巨

肝臓がん(再掲) 件 院外処方せん交付数 E

胆嚢がん (再掲) 件 医療用麻薬の処方 1  有     2  無

膵臓がん(再掲) 14 鋤 剖検

大腸がん(再掲) 僣 剖検の有無

1 している  9月 中の剖検 (       件)

2 していない

9月 中の死亡数   (          人 )

剖検をしていない場合も、 9月 中の死亡数を記入してください。

腎がん(再掲) ‖

前立腺がん(再掲) ‖

乳がん(再掲) 14

子宮がん(再掲) 件

人工透析       i

(人工透析装置の台数)

件

蠣胤鐵鷲肌141詰
分娩(正常分娩を含む) 件

1 帝王切開峰出術(再掲) 件
るい

。
師

て
師
護

じ
護
看

置
看
准

配
時間帯

(シ フ ト)

看護単位数
(看護師・准看護師の人数別)

分娩の取扱

＞

鋤

有

一鎮
難
‐

勤

常
“軸̈
］”

【眸‐担当‐」Ｄ・̈

助
‐」↓　　　助

人)小 数点以下

人)第
2位四捨五入

床) 2 無

1人 2人 3人以上

一
般
病
棟

二交代制 人
準夜勤

深夜勤

二交代制 人 夜勤

当直制。他 人 夜勤

0'1放射線治療の実施状況 l

療
養
病
棟

二交代制i 人
準夜勤

患者数は、照射録の枚数又は

検査伝票を元に記入してください。
9月 中の
患者数

装置の
台数

深夜勤

二交代制 人 夜勤

位置決め装置
X線シミュレーター 1 人 ム

ロ 当直制。他 人 夜勤

CTシ ミュレータ= 人 ム
ロ 精

神
。結
核
病
棟

二交代制 ス

準夜勤

放射線治療計画装置 人 深夜勤

放射線治療 (体外照射) 人 二交代制 ス 夜勤

|リ
ニアック・マイクロトロン(再掲) 人 当直制。他 メ 夜勤

レンマナイラ・サイルナイ燕勘 人 記入例 二交代の体制をとる病棟に、20人 の看護師・准看護師を配置し、

1看護単位 (準夜勤 3人、深夜勤 2人)で看護 している場合

配置している

看護師・准看護師

時間帯
(ン フト)

看護 早 E数
(看諄 師・ 准看 護師の人数 別 )

1ノ｀ヾ 2人 3人以上

三交代制 20● メ
準夜勤 1

深夜勤 11

放射線治療(腔内・組織内照射) 人

IRALS(再掲) 人

IMRT(強度変調照射)等の高精度照射 1有  2無

01緩和ケアρ味況.:|■1識幸を満|して,ヽないもあも含む。

緩和ケア病棟

1有

マ||[11」11患暑逸数r) カ
記 二 人 '者

属
　
　
名

所
　
　
氏

緩和ケアチーム

1有

■
l ittξ鑽 者数( ずカ

備 I考

1    
ご協力ありがとうございました



指定統計第65号

医療施設統計
医療施設静態調査

般診療所票

籍進彗|

T TEL

※
整理番号

注 :※印の箇所は、記入しないてください。

暮浴11

厚生労働省
(平成Ю年 10月 1日現在)

1休  止  中

2 1年以上休診中

3 1年未満休診中

1観鼻譲::よ|=1■|:■IIII:1■1 黙導i騨
01  厚生労働省     ・

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人  `   .
04  独立行政法人労働者健康福祉機構

051 その他  ‐

06  都道府県 .｀ ´

07  市町村  ヽ

08  地方1申十行政法人

09   日坊手、
 ヽ コ

10 蓄ヽ 生会

11  北海道社会事業協会    :
12

13′

14

15

16

厚生連     :
国民健康保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生年金事業振興団

船員保険会

17  健康保険組合及びその連合会

18  共済組合及びその連合会

19  国民健康保険組合

20  公益法人

211 医療法人

22  1私立学校法人

23  社会福祉法人

24  医療生協

25  会社
｀

2o  その他の法本

27  個人

I

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科 (胃腸内科)

腎臓内科

神経内科

糖尿病内科 (代謝内科)

血液内科

皮膚科

アレルギー科

リウマチ科

感染症内科

小児科

精神科

心療内科

Ⅱ

６

　

７

　

８

　

９

　

０

　

１

　

２

　

３

．

４

　

５

　

６

　

７

　

８

　

９

　

０

　

１

　

２

　

３

外科          、

呼吸器外科

循環器外科 1心臓 。血管外科)

乳腺外科

気管食道外科

消化器外科 (胃腸外科)

泌尿器科

肛門外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

美容外科    (
眼科

耳鼻いんこう科     `
小児外科       ・

産婦人科

産科

婦人科

11:=111■ 11■■111F11■ |■1111:1■ 1=1111

療養病床 床

1介護保険適用分(再掲) 床

一般病床 床

Ⅲ

リハビリテーション科

放射線科

麻酔科

病理診断科

臨床検査科

救急科
‐
歯科

矯ェ歯科

小児歯科

歯科口腔外科

合計 床

:けれか|め■111=■ |ヽ|

1 保険医療機関又は保険医

2 自由診療のみ

l17)● 主
～̀診

療科ヨ
二つ以上の科目を標ぼうしている場合、

主たる診療科目の番号を「 (8)診療科目」から

ひとつ選んで記入しそくだ|い: 記入烈匝|ヨ

次パージベ続 く



(9)i診療状況 り1言千?1111111
'あ

てはまるものひとうにO

全部委託 ■部委託 1惹諄|

いない
9月 30日 の在院患者数 メ 院内委託 院外委託 院内委託 院外委託

9月 中に新たに入院した患者数 人 給食(患者用) 1 2 3 4 5

9月 中の退院患者数 人 滅菌 (治療用具) 1 2 3 4 5

9月 中の外来患者延数 人 保守点検業務(医療機器) 1 2 3 4 5

初診の患者の数 (再掲) 検体検査 1 2 3 4 5

1診素時間外に受診した患者の延数(再掲) 人 感染性廃棄物処理 1 2 3

うち乳幼児(3歳未満)の延数 人 清掃 2 3

1診晨所1海董類r.|:いずれ,)oとつにo 101受動喫煙防上対策η林凛|:|いす●|ヽ||||。

1 -般診療業務を主とする

a 相談‐t楕導業務を主とする

3 採血及び供血を主とする

4 検診業務1(集団・個別)を主とする

5 検査業務を主とする

6 人工透析を主とする

7 巡白詫療を主とする

8 休日夜間急患センター

9 介護保険サTビス提供を主とする

1 敷地内を全面禁煙としている

2 施設内を全面禁煙としている

3 喫煙場所を設置して非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している

4 その他 (1～ 3以外の措置を講じている)

5 何ら措置を講じていない

0つ i:禁煙外来等| .1111t'い 下111すⅢが

'と
'IF0

禁煙外来の有無

1有

2 無

ニコチン依存症管理料の算定

1有

2無

tD 崩商診療所等■ あ|はまぅも|す マヽ19
１

　

２

　

３

　

４

特定の期間 (季節)にのみ診療を行う診療所

事業所内の多療所

市町村保健センタニ内の診療所

該当なし mi追 院議警支援担当者 lr)る ■合はlo,1‐ 甲現在の人数を記

^し

てくだ11ヽ

da l健診1保健指導1■ |:実施している場合は、あではまるもあすべてに01 1 いる (        人)*退 院調整加算の施設基準を満たす場合のみ

2 いない生活習慣病に関連する健診

1 実施 している       .

I:[鞣
煮から呼講る

2 実施 していない

生活習慣病に関連する保健指導

1 実施している

ll[]景 F者

からの

「

託

|こ

よる

2 実施していない

09 ィセアト粋響用Jγ ピ|●夕|, I: ,三 れか

'|つ

F9

1 使用している

2 していない

鋤 i電子カルディステ去の導入状況

硼 救急医療体制  .各項目について、いずれかひとつに,0

3 具体的な導入予定がある一一一一→

導入予定なし

活用状況の範囲

救急告示の有無 1有   2無 1 自施設内

2 患者へ情報提供

3 他の医療機関等と連携

在宅当番医制 1 有     2 無

精神科救急医療体制 1｀ 有     2無

夜間 (深夜も含む)

救急対応の可否

1  ほぼ毎 日可能 導入予定時期

2 週 3～ 5日可能 1 平成20年度

2 平成21年度

3 平成22年度

4 平成23年度以降

3 週 1～ 2日可能

4 ほとんど不可能

111表示診療時間の状墨

通常の 1週間の診療時間 (         時間) |つ |1遠隔医療システム0導入法彙

表示診療時間  ‐

平日は、診療時間が同じ曜日
にOをつけ、まとめて記入し
てください。

通常診療している時間帯にOをつけ、

「 3」 にOを つけた場合は、括弧内に18時以降
の表示診療時間を記入してください。

1午前1午後「 18Bt以降

遠隔画像診断

1■
,II[機写朧 1  鰍

2 無

平 日

(月 ,火・水・木・金 ) 1 2 3(   時   分迄)

(月・火・水・木・金 ) 2 3(   時   分迄) 遠隔病理診断

lЪ
I言[雰[肇曇1  鳳

2 無          ・

(月・火。水・木。金 ) 1 2 3(   時   分迄)

(月・火。水・木・金 ) 1 2 3(  時   分迄)

(月・火・水・木・金 ) 1 2 3(   時   分迄)

土曜日 1 2 3(1  時   分迄)

.在
宅療養支援 :

1 有  一→ 受信  依頼元患者数  (       人)

2無
日曜日 2 3(  時   分迄)

休 日 1 2 3(   時   分迄)



牲幣型||1雫■富 :戴鑽
=:凛

二||1奉事今|1甲

=う

す口||1著に?11

ｍ
¨鯨雲筆:鷹1 ||■■|

責任者の資格と
専任・兼務の別

全

♭

安
制
般

療
体
全

医
　
＜

染
策

感
対

内
止

院
防

器
理

機
管

療
全

医
安

医薬品
安全管理

骨塩定量測定 メ

気管支内視鏡検査 * メ

責
任
者

医師 1 1 1 上部消化管内視鏡検査 * メ

歯科医師 2 2 2 2 大腸内視鏡検査 * メ
ヽ

薬剤師 3 3 3 3 麟 手連続撮影 メ

看護師 4 t,4 4 4 DSA輛 掲) メ ヽ

診療放射線技師 5 5 5 循環器DR(再掲) メ

臨床検査技師 6 6 6 マ ンモグラフィー メ ´
ロ

、臨床工学技士 7 7 7 ＼ R 検査 (シ ンチグラム) ノ

その他 8 8 SPECT(再掲) メ ´
ロ

配置してぜヽなし` 9 9
PET

PET 人 ´
ロ

＊
専
任
・兼
務

専任 1 1 PETCT 人 ´
ロ

兼務 212 2 2
CT

マルチスライスCT 人 ´
Ｅ

1 医療機器と医薬品安全籠ヨ理責任者を兼務(再掲) 3 その他 のCT 人 ´
Ｅ

院丙感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日   2 週 1回以上   3 月 ?～ 3回程度

4 月 1回程度  5 月 1回未満

MRI
1.5テ スラ以上 人 ´

Ｅ

1.5テ スラ未満 人

3D画像処理 人

毒者相談担当者の配置の有無

'1有 ・  2無
1冠動脈CTりこ置MRit再掲) 人

的
`手

術等0実施状況 9月中0実施件数|

■1,■諏

",111Ⅲ
`||||す

てヽ19 全身麻酔(静脈麻酔は除く) 綱

1 歯科診療台 (          台) 内視鏡下消化管手術 欄

2 パノラマX線装置
‐

3 オー トクレープ

4 生体モニター

5 超音波歯石除去器

6 口腔内画像処理システム

7 吸入鎮静装置   、

悪セ腫 瘍手術 欄

胃がん(再掲) 欄

月日壺がん(再掲) 件

大腸がん(再掲) 書

前立腺がん(再掲) 件

乳がん(再掲) 件

勒 :革‐:馘薫写雪::F「1'1
子宮がん(再掲) 件

外来化学療法 件

【療保険等による在宅サービス  1 実施している 2 実施していない 人工透析

(人工透析装置の台数)

骨

往診 件

在宅患者訪問診療           102 1      件 分娩 (正常分娩を含む) ‖

歯科訪問診療         ‐
   103 1      件 1帝王切開娩出術(再掲) 4

救急搬送診療 、          l o4 1      件 分娩の取扱

1 取り扱っている

い |[言 5置驚襲 詈li1 1 :鴬 礎 纂

2 取り扱っていない

在宅看取り              1091    ｀ f4 |111な射線治療り寒枯林況
|

介護保険による在宅サービス  1 実施している 2 実施していない
患者数は、照射録の枚数又は
検査伝票を元に記入してください:

9月 中の
患者数

装置の
台数

1訪問看護(介詳予防サービスを含
⊇  |■ lt 件 放射線治療(体外照射) 1 人

訪間リハピリテーション輸護予防サニビスを含む)1 12 1｀ 件 |ガンマナイフ・サイイヾ―ナイフ(再掲) 2 ノ

在宅療養支援診療所の届出   いずれかたO施 設数には自施設を含む。 放射線治療(腔内・組織内照射) 人

有。
」

1置[115曇曇量詈[警豪1   
施
凩

2 無

|"|1方 9然況●:1011‐11実施状況

往香青革32告姦勢
院内処方数        I       E
院外処方せん交付数 :  I       E

医療用麻薬の処方 1 有   .2 無

裏面へ続 く



医師

常勤 人

非常勤 (常勤換鋤 人

歯科医師
常勤 人

非常勤 (常勤卸
`

人

介輔(沖縄県のみ)′  (常勤換算) 人

薬剤師       (常 勤換算) 人

保健師      ヽ 実人員

‐    (常 勤換算)

人

人

助産師        実人員

:        (常 勤換算)

人

人

看護師     。  実人員

(    (常 勤換鋤

‐
人

人

｀
准看護師      実人員

「
     (常 勤換算)

人

人

看護業務補助者    (常 勤換算) 人

理学療法士 ′   :(常 勤換算) 16 人

作業療法士      (常 勤換算) 人

視能訓練
= ,、

   勤換鋤 人

義肢装具士    , (常 勤換算) 人

′
歯科衛生士 _: ′ (常勤換算) 人

歯科技工士    ‐
(常勤換算) 人

社会福祉士.   ・ Y(常勤換算) 人

介護福祉士      (常 勤換算) 人

言語聴覚士      (常 勤換算) 24 人

精神保健福祉士    (常 勤換鋤 人

診療放射線技師    館 勤換算) 人

診療エッタ不線技師  (常勤換算) 人

臨床検査技師     館 勤換算) 28 人

衛生検査技師     (常 勤換算) 人

臨床工学技士     (常勤換算) 人

あん摩マッサージ指圧師  (常勤換算) 人

柔道整復師      館 勤換算) 人

栄養士        (常 勤換算) 人

その他の技術員    (常勤換算) 34 人

医療社会事業従事者  (常勤換算) 人

事務職員       (常勤換算) 人

その他の職員   , (常 勤換算) 人

(所 属)

(氏 名)

ご協力ありが とうございました



指定統計第65号

医療施設統 計
医療施設

歯科診

査調

票

態

所

※
整理番号

注 :※印の箇所は、記入しないてください。

厚生労働省
(平成20年 10月 1白 現在)

※
市区町村
符  号

一Ｔ TEL

裏面へ続く

IIIⅢ II謹IⅢ
l休  止  中

2 1年以上休診中
.

3 1年未満休診中

所
号

※
健保

符

０
一

litlllll■ ||||
１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

■

‐２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

．
０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

その他

都道府県

市町村

地方独立行政法人

日赤

済生会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生年金事業振興団

船員保険会   ,

健康保険組合及びその連合会

共済組合及びその連合会

国民健康保険組合

公益法人

医療法人

私立学校法人

社会福祉法人

医療生協

会社

その他の法人

個人 |

，
国

21

22

23

24

25

26

27

1 歯科

2 矯正歯科

3 小児歯科

4 歯科口腔外科

11)1診療球凛‐.(,月 中)● III,|||■ 11■ |∵

外来患者延数 ス

1初診?患者の数(再掲) ス

1 保健相談・指導

2 予防処置 〕

3 自治体の委託検診

4 事業所等の委託検診

5 該当なし

１

　

２

　

３

休日等歯科診療所

歯科在宅当番医制

していない

夜間(深夜も含o)救急対応の可否   いずれかひとつにO
１

　

２

　

３

　

４

ほぼ毎日可能

週 3～ 5日可能

週 1～ 2日可能

ほとんど不可能

通常の1週間の診療時間 (   :     時間)

表示診療時間      通常診療している時間帯にOをつけ、
「 3」 にOを つけた場合は、括弧内に18時以降

平日は、診療時間が同じ曜日 の表示診療時間を記入してください。   .

:?危 :R:ま
とめて記入

|

平 日

(月・火。水・木・金 ) 1 2 3 (   _J靖
=―

_二ニタヽ 名)

(月・火,水 。木・金) 1 2 3 (   時   分迄)

床

(月・火・水・木。金) 1 2 3(   時   分迄)

(月・火・水。木。金 ) 1 2 3(   時   分迄)

(o}11会保険診療等0状況| :|｀すⅢⅢⅢ0 (月・火・水・木・金 ) 1 2 3(   時   分迄)

1 保険医療機関又は保険医

自由診療のみ2

土曜日 1 2 3(   時   分迄)

日曜日 1 2 3(   時   分迄)

休 日 1 2 0 (   時   分迄)



10 委託の状況   |
,あてはまるものひとつにO

全部委託 二部委託 委託
して

いない

GDi歯科技工室 i tヽずれかにO

院内委託 院外委託 院内委託 院外委託 1有

2 無技工物 1 2 3 4｀ 5

滅菌 (治療用具) 1 2 3 4 5 191手術等の実施状況  .9月 中に寒施レたも9=べて呼9

保守点検業務 (医療機器) 2 3 4 5 1 歯周外科手術

2 骨折・顎骨腫瘍手術等

3 インプラント手術

4 していない

検体検査 1 2 3 4 5

感染性廃棄物処理 1 2 3

清掃 1 2 3

00:受動喫煙防止対策の状墨   いず●か0とつに0 10 在宅医療サニビス●実施状況 9月 中の実黛件数

1 敷地内を全面禁煙としている

2 施設内を全面禁煙としている

3 喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している

4 その他 (1～ 3以外の措置を講じている)

5 何ら措置を講 じていない

訪問診療 (居宅) 1 f4

訪問診療(施設)
件

訪問歯科衛生指導 件

居宅療養管理指導(歯科医師による) 件

居宅療養管理指導(歯科衛生士等による) 5 件

tO 医療情報システムあ導入状況 :  あてはまるものすべてにO 介護予防居宅療養管理指導(歯科医師による) 6 14

1 電子カルテシステム

2 レセプ ト処理用コンピューター

3 導入 していない

介護予防居宅療養管理指導(歯添輸 生士等による) 7 件

その他の在宅医療サービス 8 件

2つ 外来患者ヽの処方数   ,月 中の延回数

tD 医療安全体制 ‐
|1各墳目についてこあてはまるものひとうにO

*医療安全に関する体lHlの責任著について、専任・業務のlllを記入してくださι`o

院内処方数 回

院外処方せん交付数 回

墓種煮黒纂瞥島
医療安全
体制
(全般)

院内感染
防止対策

医療機器
安全管理

医薬品
安全管理

∽ 従事者数    く常動換年は小数卓以下第2位奮四捨五入)

歯科医師
常勤 人

責
任
者

歯科医師 1 1 1 1 非常勤 (常勤換算) 人

医師 2 2 2 2
医師

常 勤 人

薬剤師 3 3 3 3 非常勤 (常勤換算) 人

看護師 4 4 4 4 薬剤師        (常 勤換算) 人

歯科衛生士 5 5 5 5 歯科衛生士      (常 勤換算) 人

診療放射線技師 6 6 6 歯科技工士      (常 勤換算)
人

臨床検査技師 7 7 7 看護師        実人員

(常勤換算)

人

その他 8 8 人

配置 していなし 9 9 准看護師       実人員

(常勤換算)

人

＊
専
任
・兼
務

専 任 1 1 1
人

兼 務 2 2 2 2 歯科業務補助者    (常 勤換算) 人

1 医療機器と医薬品安全1雪理責任者を兼務(再掲) 3 事務職員       (常 勤換算) 人

患者相談担当者の配置の有無

1有    2無

その他の職員     (常 勤換算) 人

記  入  者

GO 歯科設備  .保有しているものすべてにO 属)

名)

1 歯科診療台 (          台)

2 パノラマX線装置

3 オートクレープ

4 生体モニター

5 超音波歯石除去器

6 口腔内画像処理システム

7 吸入鎮静装置

備 考

0つ
―歯みが讐指導

=:  
し`ずⅢかにO

有
　
無

１

　

２

ご協力ありがとうございました

:



統計法に基づ く基幹統計調査

医 療 施 設 動 態 調 査 票 厚 生 労 働 省

注 1 新規開設の場合は、すべての項目について記入のこと。                  日本工業規格A列 4香

2 休止・廃止。再開。開設計可取消の場合は、(lX2X4X5)の各項目についてのみ記入のこと。          '
3 変更の場合は、(lX2X4X5)の 各項目及び(7)～llllの うち変更のあった項目についてのみ記入のこと6

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。
この調査は、統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

所
号

０
健保

符
理
号

整
番

(3)

市区町村符号

等

０

　

分処

届出受理又は処分等年月日 年 月 日

1 新規開設  2 休  止  3_廃   止  4 再  開  5 開設許可取消

慶量[: 獣ふ  [

4 救急告示 (病 院のみ)地域医療支援病院

許可病床数

2開 設 者

(病院のみ)ヽ

3

6
6

フリガナ

(5)施設名

フリガナ

(6)施設の

所在地

開

設

者

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

１

１

１

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｌ

国

14国 民健康保 険 団体 連合会

15全 国社 会保 険協会連 合会

16厚 生 年 金 事 業 振 興 団

17船  員  保  険  会

18健康保険組合及びその連合会

19共 済 組合及 びそ の連合会

20国 民 健 康 保 険 組 合

21 4ヽ

22 鬱重

23私  立

24社  会

25医 療 生 協

26会        社

27そ の 他 の 法 人

28個 .     人

法

療   法   人

学 校 法 人

福 祉 法 人

001

診

療

科

目

I

科

科

科

詢

■

科

”

科

科

科
科

科

科

科

科

内

　

　

内

訥

納

賜

内

内

鋪

内

　

一

チ
内

　

　

内

嗜
姜
軸
臓
経
由
液
靖

¨
一
』
瑚
神

経

化

　
　

尿

内
呼

循
消
腎
神

糖

血
皮

ア
リ
感

小

精

心

０１

０２

０３
“
０５

０６

０７
０８

９
０
１

２
３

４

５

ｖ

０

１

１

１

１

１

１

０

許

可

病

床

数

精 神 床

感  染  症 床

結 核 床

療 養 床

13と′ 床

計 床

⑫

従

事

者
‘
数

医 師

Ⅱ

16外      科
17呼 吸 器 外 科
18心臓血管外科 (循環器外科)

19乳  腺  外  科
20気 管 食 道 外 科
21消化器外科 (胃 腸外科 )

22泌  尿  器  科
23肛   門  外   科
24脳  神  経  外  科
25整
26形
27 )∈

28眼
29耳 鼻 い ん こ う 科
30小 児 外 科
31産  婦  人  科
32産      科
33婦   人   科

外  科

外  科

外  科

科

形

成

容

歯 科 医 師

薬  剤  師

看  護  師

准 看 護 師

歯科 衛 生 士

131

社会保険診療
等の状況

０

　

　

　

０

保 険 医 療 機 関

自 由 診 療 の み

l141 備考

Ⅲ

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

ン
　
　

　

　

　

　

　

、

り
放

麻

病

臨
救

歯
矯

小
歯

３４

３５
３６

３７

３８
３９

４０
４‐
４２
“

29医 育 機 関 (再 掲)

療

院
医
病

域
援

地
支

1然  2否

("救 急告示 1然  2否



資料 2-1

平成 23年に実施する患者調査の概要 (案 )

1 調査の目的

こめ調査は、病院及び診療所 (以 下 「医療施設」という。)を利用する患者について、その

傷病の状況等の実態を明 らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として 3年周期で実

施する。

2 調査の対象及び客体

全国の医療施設を利用する患者を対象として、病院の人院及び退院は二次医療圏別、病院の

外来及び診療所は都道府 県別に層化無作為抽出した医療施設 (病院 :約 7千、一般診療所 :約

6千、歯科診療所 :約 1千 5百 )を利用した患者を調査の客体とする。

3 調査の期日

(1)病院については、平成23年 10月 18日 (火 )～ 20日 (木)の 3日 間のうち、病院ごとに指定

した 1日 とづ
~る

。

(2)診療所については、平成23年 10月 18日 (火 )、 19日 (水 )、 21日 (金 )の 3日 間の うち、

診療所ごとに指定 した 1日 とする。

(3)退院患者については、平成23年 9月 1日 ～30日 までの 1か月間とする,|

4 調査票の種類及び調査の事項

(1)調査票の種類

病院入院 (奇数)票 、病院外来(奇数)票 、病院 (偶数)票、一般診療所票、歯や1診療所票、

病院退院票、一般診療所退院票

(2)調査の事項

1生男ll、 出生年月日、患者の住所、入院・外来の種別、受療の状況、診療費等支枢、方法、

紹介の状況、その他関連する事項

5 調査の方法及び系統

医療施設の管理者が記 入する方式による。

なお、調査票に代えて磁気ディスク等による提出t)可 とする。

厚生労働省 都道府県 保健所 一一―― 医療施設

L離所を設置する市__」
特   別   区

6 結果の集計・公表

集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部において行い、結果は集計後すみやかに公表する。

なお、医療施設に関す る情報の一部は、医療施設静態調査から得ることとする。

7 標本設計

(1)抽出枠 (フ レーム)は、医療施設基本ファイル とする。



(2)抽出方法は、層化無作為抽出とする。 (500床以上の病院については、悉皆調査となる。 )

(3)客体数は、地域別 (病院の入院については二次医療圏まで、病院の外来く一般診療所及び

歯科診療所については都道府県まで)推計が可能な数とする。

(4)医療施設側の記入者負担軽減を図るため、病院については二段抽出を併用する。

(500床未満の病院の入院 。外来の患者のうち生年月日の末尾が奇数の患者については全調

査事項を調査することとし、生年月日の末尾が偶数の患者については「入院・外来の別」、

「性別」、 「出生年月日」のみを調査する。また、500～ 599床 の病院の入院・外来患者につ

いては生年月日の末尾が 1, 3, 5, 7日 の患者について、600床以上の病院については生

年月日の末尾が 3, 5, 7日 の患者については全調査事項を調査することとし、それ以外の

患者については「入院 ,外来の別」、「性別」(「出生年月日」のみを調査する。 )



平成 23年に実施する患者調査の主な改正点 (案 )

口改正の趣 旨

医療行政に関連する施策の推進・企画立案の基礎資料として、傷病の状況について引き続
き調査を行うほか、医療行政に関連する制度の新設に対応 した調査項目の追加を行うととも
に、他の統計調査との重複する調査項目の是正及び記入者負担の軽減の観点から見直 しを行
う。

2.調 査 の枠組 み及 び標本設計等
標本設計において、多種多様な医療機関を適切に層化する目的から、病院は施設の種類及び病

床規模ごとの層から抽出を行つているが、それぞれの層のうち、対象施設数が減少 し単独の層と
して存続する必要性が低 く、調査精度上問題のない層について見直 しを行 う。
○病院の層化
「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」、「感染症病床のみの病院」、「結核病床のみの病院」、
Fハ ンセン病療養所」の削除

3.主な改正点

○施策立案の基礎資料とするための追加項目
・肝炎の総合対策の推進のために「肝疾患の状況」を追加

〔病院入院 (奇数)票 (5)、 病院外来 (奇数)票 (5)、 一般診療所票 (5)、 病院退院票 (7)、 一般診療所退院票 (7)〕

。再入院の状況について、患者の動向と併せて把握するために「過去の入院の有無」を追加
|                           〔病院退院票 (4)、 一般診療所退院票 (4)〕

・「入院前の場所」について、患者の動向を地理的に詳細に把握するため入院前の所在地を追加

〔病院退院票 (10)〕

・「退院後の行き先」について、患者の動向を地理的に詳細に把握するため退院後の所在地を追加
〔病院退院票 (14)〕



3日 主な改正点 (続 き)

○記入者負担の軽減の観点から変更

。「過去の入院の有無」については、医療政策への活用に有効な調査項目として退院票に追加 したため、病院入院 (奇

数)票、一般診療所票から削除
〔病院入院 (奇数)票H20(4)、 一般診療所票H20(4)〕

・「診療費等支払方法」の選択肢を統合 し、正式名称ではわかりにくい選択肢は一般的な略式名称へ変更又は補足説明

を追加

〔病院入院 (奇数)票 (6)、 病院外来 (奇数)票 (6)、 一般診療所票 (6)、 歯科診療所票 (6)、

病院退院票 (8)、 一般診療所退院票 (8)〕

・病院の「病床の種別」の「老人性認知症疾患療養病棟」は出現数が少ないため統合整理

〔病院入院 (奇数)票 (7)、 病院退院票 (9)〕

・
晦緯焚ど(彗射

｀
翼證介%皐墓健ξ腿異濡瞥3〒翌贔勿曇早象)I棚扮 11貧鱚診療所退院票■劇

○ 調査項目の整理

「副傷病名」の選択肢のうち出現数の少ない「糖尿病 (性 )足病変」を削除

「副傷病名」の選択肢のうち主傷病名の分類に統一するため、 「糖尿病 (性)網膜症」を「糖尿病 (性)眼合併症」

へ変更

〔病院入院 (奇数)票 (5)、 病院外来 (奇数)票 (5)、 一般診療所票 (5)、 病院退院票 (7)、 一般診療所退院票 (7)〕

「透析治療の状況」は、医療施設静態調査及び社会医療診療行為別調査により同等の情報が得 られることから削除

〔病院入院 (奇数)票H20(6)、 病院外来 (奇数)票H20(6)、 一般診療所票H20(6)〕

「がん治療の有無」は、医療施設静態調査及び社会医療診療行為別調査により同等の情報が得られることから削除

〔病院退院票H20(6)、 一般診療所退院票H20(6)〕




